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１ 議 事 日 程（３日目） 

   〔平成25年太宰府市議会第２回（６月）定例会〕 

                                    平成25年６月12日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 
 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
 田 久美子 

（８） 

1. 減災対策について 

 （１） 危険性の高い地域や、小規模、大規模の災害時の避難対策

    について、使い分けができる避難場所を考えてあるのか。 

 （２） 警固断層について、本市のハザードマップが周辺住民、小

    中学校へ周知されているか。 

 （３） 防災教育の取り組みについて 

 （４） 今後の森林整備、河川整備の計画について 

２ 
後 藤  晴 

（９） 

1. 安全・安心のまちづくりについて 

 （１） 東校区通学路の整備について 

     通学児童・生徒が安全に安心して通える通学路とするため

    の整備をどのように考えているのか伺う。 

 （２） 高雄公園の周辺整備について 

     美化センター下から公園への遊歩道設置はどのように考え

    ているのか伺う。 

2. 五条駅前の新設歩道について 

  歩行者にとっては本当に安全で安心して歩けるようになったが、

 車の側でみると危険性が増したとも聞いている。市長の考えを伺

 う。 

３ 
長谷川 公 成 

（６） 

1. 子どもの体力向上について 

 （１） 新体力測定の結果（平成23年度）を見て、体力低下が著し

    い。今後の対策を伺う。 

 （２） 年間を通しての取り組みが必要だと考えるが、教育委員会

    の考えを伺う。 

 （３） 過去にグラウンド芝生化の質問をしていたが、その後どの

    ような検討がなされたのかを伺う。 

４ 
藤 井 雅 之 

（７） 

1. 下水道事業について 

  ３月議会の施政方針で述べられた料金の引き下げについて 

2. 教育行政について 

 （１） 就学援助制度について 
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 （２） 通学路（シルバー人材センター前の踏切）への対応につい

    て 

５ 
渡  美 穂 

（11） 

1. 改正労働契約法についての市の考え方 

  法を順守すべき立場である自治体として、新しい労働契約法に基

 づく嘱託職員や臨時職員の雇用と諸手当について、市の考え方を伺

 う。 

2. 市庁舎の省エネルギー対策について 

 （１） 以前伺ったＰＰＳの採用はどのように検討されたのか。 

 （２） 効率的エネルギー制御システムの導入について 

3. 非婚母子世帯について 

 （１） 非婚母子世帯の実態について 

 （２） 市のサービスにおける控除などについて 

６ 
小 栁 道 枝 

（13） 

1. 国道・県道・市道の安全対策と管理体制について 

 （１） 県道31号線（福岡筑紫野線）の太宰府歴史スポーツ公園入

    口から吉松信号間の安全対策として歩道の街灯整備や樹木の

    剪定、弓道場横の池の管理体制について伺う。 

 （２） 国道３号線君畑交差点下りの擁壁の壁画が汚れているが管

    理について伺う。 

2. 交番の新設、誘致について 

  交番新設誘致を市民から要望されている。前回の質問から現在ま

 での市の対応策等の進捗状況について伺う。 

７ 
福 廣 和 美 

（17） 

1. 高齢化対策について 

 （１） 高齢化に合わせた交通システムについて 

 （２） 空き家、空き地について、今後増えてくると思うが、今後

    の市の考え方について 

2. 交通安全対策について 

 （１） 歩車分離式信号について 

 （２） 梅大路交差点と西鉄の踏切について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         10番  不 老 光 幸 議員 

  11番  渡  美 穂 議員         12番  門 田 直 樹 議員 

  13番  小 栁 道 枝 議員         14番  大 田 勝 義 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 
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  17番  福 廣 和 美 議員         18番  橋 本   健 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２６名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  木 村 甚 治        総 務 部 長  三 笠 哲 生 

  市民生活部長  古 川 芳 文        健康福祉部長  中 島 俊 二 

  建 設 部 長  辻   友 治                松 本 芳 生 

  教 育 部 長  今 泉 憲 治        教育部理事  堀 田   徹 

  総 務 課 長  友 田   浩        経営企画課長  濱 本 泰 裕 

  管 財 課 長  久保山 元 信                藤 田   彰 

  市 民 課 長  宮 原 広富美        環 境 課 長  田 中   縁 

  福 祉 課 長  阿 部 宏 亮        高齢者支援課長  平 田 良 富 

  子育て支援課長  小 嶋 禎 二        都市計画課長  今 村 巧 児 

  建 設 課 長  眞 子 浩 幸        商工農政課長  大 田 清 蔵 

  上下水道課長  石 田 宏 二        教 務 課 長        井 上   均 

  学校教育課長  森 木 清 二        監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  坂 口   進        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  松 尾 克 己 

  書    記  力 丸 克 弥 

        

 

会計管理者併
上下水道部長 

協働のまち
推 進 課 長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第２回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本定例会での一般質問通告書は、12人から提出されております。 

 そこで、一般質問の日程は、さきの議会運営委員会におきまして２日間で行うことに決定し

ていますことから、本日12日７人、明日13日５人の割り振りで行います。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（橋本 健議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 ８番田久美子議員の一般質問を許可します。 

              〔８番 田久美子議員 登壇〕 

○８番（田久美子議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、通告しております１件４項目について質問をし

ます。 

 減災対策について質問します。 

 私は、議員になり、これまで幾つもの防災について質問をしてまいりました。平成23年３月

９日定例会で安全なまちづくりの一般質問を行った、その２日後の３月11日、東北地方太平洋

沖地震が起きました。一般質問で申し上げたように日ごろから防災、避難対策は必要であり、

実際に災害が起こったとき、２次、３次と被害が拡大しないように減災対策が万全であってこ

その安全・安心まちづくりと言えると思います。最近では、突風、豪雨、地震報道も多く、各

地で頻繁に災害が発生している状況でもあります。減災対策を急がなければいけないと危惧し

ているところであります。また、平成23年６月定例会では、公共施設の防災対策について質問

をしました。防災訓練、防災教育を急ぐ必要があると痛感しております。そこで、和歌山県岩

出市では、平成７年１月17日に発生した兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災や東日本大震

災の教訓を踏まえ、避難所指定の見直し案をまとめられましたので、紹介させていただきま

す。 

 岩出市は、市内47カ所にある避難所を災害の規模や種類などに応じて分類するほか、従来の

公民館や学校に加えて新たに公園も指定対象とする方針を出されており、見直し案は現在一律

避難場所として指定している施設を、１、中・長期にわたり避難生活ができる学校などの避難

施設、２、災害に一時的に多く人が集まることができる公園などの地域避難所、３、台風時な
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どに避難できる公民館などの一時避難場所、避難所、４、要援護者を受け入れることができる

福祉避難所に分類したとお聞きしております。土砂災害の危険性が高い地域などの避難場所を

廃止し、大勢を一時的に集めることができる公園を追加することで指定避難場所は46カ所とな

り、収容人数は現在の8,840人から3万7,666人に大幅増になるそうです。 

 そこで、１項目め、本市において少しでも減災するための手段として小規模な災害、災害の

影響が長引くようであればというような使い分けができる避難場所を考えておられるのか、お

伺いいたします。 

 ２項目めは、警固断層についてです。 

 博多湾から福岡市中心部、春日、太宰府、筑紫野各市などの地下を北西から南東に走る活断

層で、長さは27㎞とされていますが、福岡県西方沖地震後の調べで沖合にさらに2.5㎞ほど長

い可能性が強まり、福岡県西方沖地震発生後、高知大学の調査で今後30年以内にマグニチュー

ド７級の地震の発生する確率は九州の活断層で最も高い最大６％と指摘されています。人口

240万人が集中する福岡都市圏の中心部を貫くことから、阪神・淡路大震災のような甚大な被

害が懸念されていて、北部より福岡市以南のほうが揺れると指摘する専門家もいるそうです。 

 筑紫野市は、揺れやすさや倒壊しやすい建物の場所を載せたハザードマップをつくり、市内

全戸に配られているようです。太宰府市も警固断層の位置を示したハザードマップを全戸に配

付されました。太宰府市のハザードマップは他市にない独自のハザードマップであり、警固断

層について記載されていることについては評価するところでもあります。しかし、警固断層に

ついては、断層の存在を知りつつも、すぐに対策をとらなくても構わないという意識が周辺住

民や自治体に根強いのではないでしょうか。断層の真上で暮らしている人たちがその存在自体

を知らないのではないでしょうか。東日本大震災では社会や人々の想定を超える事態が起きま

した。一たび地震などが起きれば深刻な被害を招くことは避けられないと思います。そこで、

周辺住民、小学校、中学校への周知など、対策についてお聞かせください。 

 ３項目めは、公共施設の避難訓練は２年に一度実施されて、火災を想定して訓練がされてい

ますが、その他の災害の訓練についても見直しが必要だと思います。特に小学校、中学校での

防災教育の取り組みについて具体的にお聞かせください。 

 ４項目めは、平成21年６月定例会で本市の中心を流れる御笠川の整備について質問をいたし

ました。すぐに県のほうに要望され、県においては河川災害復旧助成事業として対策工事を施

工していただきましたが、あれから４年が過ぎ、土砂が堆積し、木々が成長している状況でも

あります。日ごろから砂防事業並び森林の整備、河川の整備や維持管理については関係機関に

要望されていると思いますが、太宰府市の計画が現在どのように進められているのか、現状を

お聞かせください。 

 各項目ごとについて積極的に実効性のある答弁をお願いいたします。 

 再質問は発言席から行います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 
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○総務部長（三笠哲生） 減災対策についてご回答を申し上げます。 

 まず、１項目めの危険性の高い地域や小規模、大規模の災害時の避難対策について使い分け

ができる避難場所についてということで、ご質問にご回答いたします。 

 本市における避難所の配置につきましては、市内各行政区を単位とするブロックを１次避難

圏として設定をいたしております。避難所として、地区の公民館、共同利用施設を設定し、避

難場所としまして各小・中学校のグラウンドや大規模な公園を指定いたしております。 

 広域避難圏として小学校区を単位に設定し、全行政区を７ブロックに分類しまして、市内の

小・中学校や体育センター、女性センタールミナスなどの公共施設を避難所として指定いたし

ております。 

 また、各避難所以外に必要に応じて高齢者や障がい者など、避難所での生活において特別な

配慮が必要な人を収容するための福祉避難所も指定いたしております。 

 これに加えまして、平成22年度から順次市内の大学、高校、老人ホームなど６施設と、災害

時における避難所施設利用に関する協定書を取り交わし、大規模災害の発生も想定した避難所

の確保に努めております。本年度、福岡県立太宰府高等学校及び福岡県立太宰府特別支援学校

の２校とも、今月、昨日でございますけども、11日に協定書締結を行ったところであります。

現在、さらに福岡県の３施設とも避難施設利用協定へ向けた協議を行うこととしているところ

でございます。 

 お尋ねの災害発生時には、その規模や発生場所、被災地の状況などを考慮しまして、１次避

難所の公民館や共同利用施設、市内各小・中学校のグラウンド及び市内大規模公園を、あるい

は広域避難所の小・中学校、公共施設、協定避難所など、必要に応じて適切な避難所、避難場

所を選定し、開設することといたしております。 

 なお、平成24年度から本年度の２カ年で太宰府市地域防災計画の全面改定作業を行っており

まして、緊急時に避難できる一時避難所、あるいは中・長期的に避難ができる避難施設、福祉

避難所など大雨や地震など災害の規模や種類に応じた避難所指定を見直し、地域防災計画の中

で明文化をしてまいることといたしております。 

 また、この見直し作業の中で、避難所台帳の作成を初め、避難経路や避難所生活等におい

て、女性、障がい者、高齢者、子どもなどの幅広い視点を取り入れたマニュアル作成や防災計

画とするため、太宰府市防災会議委員に平成24年度改選時に８名の女性委員を任命し、現在審

議を進めておるところでございます。 

 次に、２項目めの警固断層について、本市のハザードマップが周辺住民あるいは小・中学校

へ周知されているかというご質問についてお答えいたします。 

 本市には、警固断層と宇美断層の２つの断層があり、この両方について平成23年３月に作成

いたしました太宰府市ハザードマップに記載しており、このハザードマップにつきましては市

内全戸、全事業所及び各施設に配付するとともに、本市のホームページでも閲覧ができるよう

になっております。 
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 また、平成22年度から防災専門官を配置しまして、各校区、各地区に防災講話を実施すると

ともに、自主防災組織の組織化の促進なども行っております。このような機会を捉えまして警

固断層の関係や大雨に対する注意喚起を行っておるところでございます。 

 なお、福岡県が指定いたします土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域の見直しが本年度

行われる予定でありますので、それに伴いまして本市のハザードマップを改定し、作成後は前

回同様市内全戸、全事業所及び各施設に配付する予定でございます。さらに、市内の小・中学

校や公民館、共同利用施設へは、その拡大版を作成し、配付するようにも考えているところで

ございます。 

 次に、３項目めの防災教育の取り組みについてであります。 

 まず、全般的なものについて私のほうからご回答いたします。 

 現行の太宰府市地域防災計画の防災知識普及計画の中で、市は関係職員に対して専門的実践

訓練等を実施し、防災知識の向上に努めるとともに、防災関係機関と相互に緊密な連絡を保

ち、単独または共同して地域住民のための防災知識を普及し、常に防災意識の高揚に努める。

また、学校等における防災教育の充実を図り、幼少期からの防災に関する知識普及に努めると

しており、職員の専門知識の向上はもとより、地域住民の防災意識の高揚を図るとともに学

生、児童・生徒などへの教育を図っていく必要があります。 

 職員につきましては、本年５月９日に災害対策本部総務班及び情報収発班による本部設置訓

練、そして同月25日には市長以下職員100名で災害対策本部設置運営訓練を福岡県消防指導課

とともにより実践的な訓練を開催いたしております。 

 また、市民につきましては、自主防災組織の組織化を促進するとともに、避難訓練や防災専

門官による防災講話など自治会長と協議を重ねながら進めているところでございます。 

 児童・生徒への働きかけでございますが、本年度に太宰府南小学校と国分小学校のコミュニ

ティスクールで避難訓練等が計画されているようでございます。 

 今後につきましても、各種講話や演習を通しまして防災教育の促進を図るとともに、さまざ

まな機会を捉えまして積極的にＰＲしてまいりたいと考えております。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） ３項目めの防災教育の取り組みについて私のほうからもお答えをいた

します。 

 小・中学校の防災教育は、学校安全の取り組みとして日常生活で起こる事故防止に対しまし

て理解を深める生活安全、さまざまな交通場面における危険防止について理解を深める交通安

全、及びさまざまな災害発生時における対処について理解を深める災害安全の３つに区分をい

たしまして、安全教育を行っているところでございます。 

 それぞれ安全に関する基礎的、基本的な知識や技能の習得、それらを活用した危険予測や危

険回避の能力の育成、情報や関連組織などの社会的資源の活用能力を伸ばすため、学級活動や

道徳、技術・家庭科などの教科等におきまして各学年の発達段階に応じた指導を行っていると
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ころでございます。 

 これらの教科指導に加えて、おおむね年２回、火災、地震、不審者に対応した避難訓練の実

施や消防署職員を招いた防災教室を実施しているところでございます。 

 また、有事の際に備えまして、各学校において危機管理マニュアルを作成をいたしまして、

児童・生徒に関する緊急事態への適切な対応や児童等の引き渡しと待機方法等を明確にしまし

て、安全体制の整備を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 次に、４項目めの今後の森林整備、河川整備の計画についてであります

が、まず私から全体的な回答をいたします。 

 森林整備につきましては、福岡県において長期間放置された杉、ヒノキ等の手入れを行うた

めに平成18年12月に福岡県森林環境税条例を制定し、平成20年度からこの森林環境税を活用し

て福岡県荒廃森林再生事業に取り組んでいます。 

 この事業は、林業の低迷により長期間にわたって手入れがされていないため、荒廃した民有

人工林が増加していることにあわせて、このような森林を放置しておくと公益的機能が低下

し、洪水や渇水、土砂災害が発生する可能性が高まるなど、私たちの安全・安心な生活に大き

な影響を及ぼすおそれがあることを考え、公費により森林調査、間伐を行い、公益的機能の向

上を目指すものであります。 

 そこで、本市では平成20年度よりこの事業を活用して、市内にある民有人工林約367haを森

林調査、間伐を行い、順次森林の整備を行っております。 

 これまでの経過としましては、事業開始から平成24年度までの５年間で約250haの森林調査

を行いまして、間伐を実施する山林の特定を行ってきており、今年度において全域の森林調査

が終了する予定であります。 

 また、この森林調査の結果を踏まえまして間伐の実施につきましては、これまでの５年間で

約39haを行いました。本年度は約25haを実施する計画を立てております。 

 次に、河川整備につきましては、本市の中心部を流れる河川として御笠川があります。平成

15年７月の大雨によりまして御笠川流域では道路の冠水、住宅の浸水被害が発生しました。こ

のことから、県によりまして河川災害復旧助成事業といたしまして鷺田川合流部の下流1.1㎞

区間の通古賀、吉松、国分地区の災害対策事業がなされております。この災害対策事業におき

まして河道の掘削や橋梁、堰の改築等によりまして河川断面を拡大するなどの災害対策工事を

施工していただいております。 

 しかしながら、その後の管理面から見ますと御笠川は土砂が堆積しまして、また樹木が生い

茂っている箇所がございます。このような状況下では流下断面の減少が考えられることから、

御笠川の管理者であります那珂県土整備事務所に対しまして堆積土砂及び樹木の撤去の要望を

毎年行っており、平成23年度に五条橋から上流の伐採、しゅんせつをしていただいておりま
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す。 

 今年も５月に堆積土砂及び樹木の撤去の要望書を持参し、強く申し入れを行いました。 

 また、防災面から那珂県土整備事務所と事前協議を行いまして、緊急的に今回市によりまし

て河川内の樹木の撤去を行っております。 

 今後につきましても、河川の状況に応じて那珂県土整備事務所に要請していきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 再質問をさせていただきます。 

 まず初めにですね、避難場所についてなんですけれども、見直し作業とか経路を利用して避

難場所をまた今度つくっていくということで答弁でありましたけれども、その経路とか危険場

所、自分がもしも災害があったときにどこにどんなふうにして逃げたらいいよということは住

民に知らせる、そういうふうなことはされているんですかね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 非常時におきまして、先ほどからご質問ありましたように安全な避難所

へ避難する経路、一番大事でございます。当然そういうものを基本に置きながらですね、避難

場所の設定をしていくということになります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） そういうふうな経路を今後住民、市民に配布する予定はありますか、

その地区地区に合わせて。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほどご報告しましたように各行政区の自治会と自主防災組織の編成に

ついて協議をしながら、現在24団体、その中でもある行政区におきましては自治会の方々が皆

寄ってですね、自分たちの隣組はこういう経路を伝って避難していこうとかですね、それから

大きな幹線はここを使おうとか、あるいはここは大雨のときは表面水の量が多いからここは避

けようとか、そういう協議をしながら個別の避難計画等もつくっていただいておりますが、今

田議員がおっしゃいますように、そのエリアごとの全部をまとめた避難経路の載った啓発用

の印刷物についてはいろいろ研究をしては参ります。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） では、土砂災害に危険性が高い地域の避難場所という、私からちょっ

と例に出していただきますと、三条台の公民館、あるいは湯ノ谷西の公民館は山手にございま

すけれども、そういった危険性の高い避難場所につきましては廃止というんですかね、そこの

自治会とお話をしていただいて、行政としてはどういうふうに考えてあるのか、お伺いしたい
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と思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 避難所につきましては、第１次避難所とて各地区の公民館、あるいは共

同利用施設を指定をいたしております。その避難所として非常時に避難所として開設するにつ

きましてはですね、対策本部のほうからその被災地の状況あるいは規模、そういうものを判断

しましてですね、設定をいたしております。先ほどお尋ねのように大雨のとき、経験則からい

きますと大雨が降って崖崩れがあって緊急に避難します。自宅とかがなかなか近寄れないとき

に少し１週間、あるいは１カ月ぐらい避難するというような避難生活を伴うような場合があり

ます。そういう場合につきましては、住みなれた地域のですね、地区公民館あたりを使ってい

ただくのが今まで最良の方法だろうと思っておりますので、そういう状況に応じましてです

ね、先ほど申しました地元自治会とも協議しながら、指定を解除するという方向ではなくです

ね、どういうふうなその活用していくのかということも含めまして協議をしながらですね、よ

りよいものにしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） では、２項目に移らせていただきます。 

 警固断層、私のほうで資料を見ていただいたらと思います。この資料１の部分なんですけ

ど、これは太宰府市のハザードマップから、見にくいんですけれども、示した図でございま

す。それと、ここの下が北西部と南東部に分かれていて、太宰府市、大野城市、筑紫野市はち

ょうど南東部に位置している状況でございます。このハザードマップについてなんですけれど

も、この太宰府市が出されたハザードマップを詳しく見てみますとちょうど西中学校の校庭を

縦断しているような状態でございます。ですから、もしも私が初めに冒頭で申したように30年

内に最大６％という指摘がされております、地震になる確率がですね。小・中学校、そこは西

中学校もあり、小学校もあります。そこの付近で地震が起きた場合の小・中学校に対しての避

難訓練、先ほど教育のほうからありましたように火災訓練と３項目も一緒にちょっと関連しま

すのでちょっとさせていただきますけども、危機マニュアルをつくって小学校、中学校、職

員、学校の職員の分ではないだろうと思いますけど、市の職員だろうと思いますけれども、学

校に対しての危機管理のための防災訓練をどのように考えてあるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（橋本 健議員） どちらが回答されますか。 

 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 先ほども申し上げましたとおり、避難訓練等につきましては火災、そ

れから地震、それから不審者等への対応ということで年に２回あるいは３回、各学校で避難訓

練等を実施しておるところでございます。 

 また、危機管理マニュアルを各学校で作成をしておりますが、その中には具体的に生徒の動
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き、それから教職員の動き、どのように具体的に対応していくかといったようなものをすぐに

対応できますようにつくられておりますので、それに沿いまして実施できるようになっておる

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） そういうふうにやってほしいと思っております。防災対策では一番で

すね、一番には自分たちの町の地域を知るということが一番大事なことだろうと思います。そ

れは、避難の仕方をわからない住民が多いのではないかと思いますので、学校の防災教育のほ

うも職員さんとか、子どもたちには細かく危機マニュアルを通じて教える必要があると思いま

すけれども、まずはそこの住民、周辺の住民の人たちにこういうふうに地震が来ることを予測

して避難の仕方を教えていく防災のマニュアルを周辺住民にわかりやすい形で広報をしていた

だけたらと思いますけれども、その点いかがでしょうか、総務部長。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 非常時に地域住民の方、市民の方の生命、身体を守ることは当然でござ

います。そのために常に非常時にどのような行動をするのか、そしてどのような対応をしてい

くのか、地域で支え合うこと、行政がかかわること、学校がかかわること、整理しながら先ほ

ど申していますように各自治会と協議を重ねて周知に努めておりますし、全体的にはですね、

こういう避難訓練あるいは全体的な筑紫野市との合同の防災訓練、そういう訓練等も皆さんに

周知しながらですね、地域と一緒になって取り組みながら安全なまちづくりに努めてまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 教育のほうにお尋ねしたいんですけれども、小学校、中学校への対策

としてですね、ＨＵＧですね。ＨＵＧというのは避難所の運営をしたゲームみたいなようなも

のと、あとＤＩＧといってイマジネーション、もしも災害が起きたときにどういうふうに動い

ていくかということを入った、そういうふうな訓練を行うということになるんですかね。その

小学、中学校の教育の訓練の中にはそれも含んだところで教育をされるということですかね。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 防災訓練並びに防災教育の具体的な内容につきましてもう少し説明を

いたしますと、防災教育、避難訓練を行うに当たりまして、事前の活動といたしまして子ども

たちにどういう目的でどんな内容でどういった動きを具体的にするのかといったことで事前に

指導をいたします。その際に、視覚的に子どもたちに教えたほうがいい場面につきましてはい

ろんなＤＶＤ、ビデオ等を見させながら、具体的なイメージを子どもたちに持たせながらどん

な動きをしていくべきなのかといったことをしっかり指導をしていくようにいたします。その

上で、具体的にこんな火災なり地震が発生したといった想定のもとで、じゃあ具体的にどのよ
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うに動いていくのかと、うちの学校ではどうしていくのかといった動きについても細かに指導

し、実際に訓練を行っていると、そういった内容で指導していっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） わかりました。 

 それでですね、もう一つ聞かせていただきたいんですけれども、土曜日、そういうふうな防

災教育をですね、取り組むに当たって土曜日の授業が入ってきたりしてくると思いますけど、

そのような時間を利用してされたらいいのではないかと私思いますけれども、いかがでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） ご存じのとおり、コミュニティスクールを本市といたしましても推進

をいたしておるところでございます。中学校におきましても本年度から推進委員会をつくりま

してコミュニティスクールを推進していくところでございますが、休日を含めたところでのそ

うした学校の行事でございますとか、地域と連携、協同した具体的な取り組みでありますと

か、そういった内容につきまして土曜日を含めたところで実施をいたしますと、地域保護者の

皆様の参加もぐっと期待できますので、そういった方向でですね、検討していくということも

非常に大切なことであると思いますし、具体的に言いますと学校のほうでもそういったような

ことも既に考えて実施しておる学校もあるかというふうに存じておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） それはもう平成25年のですね、太宰府市教育施策要綱にも示されてい

るとおり、地震や風水害などの災害を想定した組織的、計画的な防災教育の推進をしていくと

いうことでなっておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。 

 最後になりましたけれども、４項目めに行かせていただきますけれども、河川の災害復旧助

成事業の説明並びに砂防事業についてもちょっときちんと説明がありましたけれども、少しち

ょっとわからないところがございますのでお聞きしたいと思いますけれども、資料を見ていた

だきますと、私の資料を見ていただきますと、このように御笠川周辺ですね。それと、鷺田川

の田中橋のところから写した写真でございますけれども、本当に木が生い茂って、まだほかに

も御笠川を見てみますとまだまだ大きな木が土石によって木が大きくなって育っております。

とにかく河川の整備につきましても、今後一層県のほうの事業ではあると思いますけれども、

要望されて、していっていただきたいと思っております。 

 それから、第３期の実施計画書を見てみますと、この荒廃森林再生事業については平成25年

度の分は569万9,000円で予算として上げられておられますけれども、この分、平成24年度まで

でいいんですけれども、平成24年に14カ所の点検をされて、事業費は幾らぐらいかかったの

か、わかれば教えていただきたいと思います。 
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○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 荒廃森林の整備事業につきましては、平成24年度までは決算報告させて

いただいておりますが、今ここに決算書を持ってきておりませんので事業費については、申し

わけございません。平成24年度までの費用内訳としまして2,470万円ほどを支出いたしており

ます。 

 以上です。平成25年度を含んでだそうです。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） では、その14カ所の点検も含めてあとどれぐらいの点検をされて、実

際どのような形で事業をされたのか、わかれば教えていただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 14カ所の説明をもう少しいただきたいのと、具体的な事業の内容でござ

いますので、回答については商工農政課長に回答させたいと思いますので、その14カ所をもう

少し説明いただきたいと思いますが。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 私の質問に対して、平成24年度に大佐野地区、内山地区、約12haの間

伐整備と北谷地区の40㎡の調査を予定しておりますということで平成24年度は市内の14カ所を

点検いたしまして大雨時に現在巡回を行うようにしておりますという答弁でございましたの

で、その14カ所の点検はどこをされたのかをお聞かせくださいということです。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 荒廃森林整備事業の内容ですかね、14カ所というのは。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 間伐整備の件でお尋ねしておりますけれども。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 田議員のご質問に的確にお答えできるかどうかわかりませんけれど

も、平成24年度の森林調査と間伐の状況につきましては平成24年度においてこの福岡県の荒廃

森林再生事業を活用いたしまして森林調査を北谷地区の39.84haを行いまして、間伐整備につ

きましては内山地区の9.7ha及び大佐野地区の0.31haの合計10.08haを実施したところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） それでですね、高雄のあの鷺田川、都府楼南から通古賀に対して河川

の改修を実習されていると聞いておりますけれども、どのような改修事業になっているのか、

お聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 鷺田川の河川整備状況をご回答いたしますが、昨年度からですね、河川
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断面が狭小であるということで、鷺田川と高尾川の抜本的な改修に社会資本整備総合交付金の

新規事業として着手されております。平成24年度がですね、都府楼団地の河川のそばにありま

す赤岸井堰の上流2.1㎞を改修事業認可をとり測量を行っております。平成25年度は垣添公園

前ですね。トヨタとかありますけども、その前の護岸工事を行うこととなっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） ちょっと聞き漏れたんですけど、平成25年度にされるんですか、その

工事を。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 垣添公園前の護岸工事は平成25年度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員。 

○８番（田久美子議員） 私がもうなぜこういうふうなことを言うかと申しますと、結局こうい

うふうに土砂が積もって木々があふれている土砂は土砂崩れによって川に土砂が増えていると

いうことだと思います。ですので、間伐も整備もされるということですので、引き続きです

ね、山が荒れ、土砂崩れになると河川にも影響してくるというのはもう重々おわかりだと思い

ますけれども、河川の状態を見て、山が傷んでいるんだということを理解していただきまし

て、今後引き続き県のほうにも要望していっていただきながら安心・安全な太宰府市の町にし

てほしいと思っております。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） ８番田久美子議員の一般質問は終わりました。 

 次に、９番後藤晴議員の一般質問を許可します。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

質問させていただきます。 

 まず、１件目の安全・安心のまちづくりについてお伺いします。 

 太宰府東小学校から太宰府東中学校までの通学路において以前にも何度か質問をさせていた

だいておりますが、ふだんの人通りは少なく、手を施さなければ竹やぶは相変わらずで草も繁

茂し、薄暗く感じます。前回の質問で幾つかの街灯を設置していただきましたが、それでも暗

い状態です。 

 また、同時に竹林の道路側伐採もお願いしましたところ、地権者の問題があるとの回答をい

ただきましたが、危険な状態であれば継続的に何とかするのが行政の役割でもあると思いま

す。問題を改善するという強い意気込みで地権者との協議が必要です。義務的な行動はいつに

なっても解決できるものではありません。保護者の中で実際に一生懸命行動をしているグルー

プがありますが、ご存じでしょうか。 
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 安心して通学ができるために行政も地域も一体になって問題解決に向かっていただきたいと

思いますが、市長のお考えをお伺いします。 

 また、太宰府東小学校校門前の垣根の件ですが、垣根が茂り過ぎて通学児童や車が互いに見

えづらく、事故や事件の危険性があることから、間引きをしているところがあります。これは

非常に効果的だと思いますが、なぜか一部の方のご意見で部分的に手を入れていない箇所があ

るとお聞きしました。何か事を起こせば問題視する人がいるのは人の常ですが、どうすれば安

全なのかを見きわめて、行政としてしっかり対処していただきたいと思いますが、お考えをお

伺いします。 

 それから、高雄公園の周辺整備について、複数回の質問をさせていただいています。その中

の一つで、高雄公園へ続く遊歩道の件ですが、美化センター下の空き地から歩道をつくってい

ただきたいと地域の方々の願いを受けての質問をしていましたが、ほとんど進展がないままで

した。しかし、あるところではこの遊歩道が実現するとの話が盛り上がっています。おまけに

一般質問をした私にどんな形ででき上がるのかとの質問までされましたが、当の本人の私自身

が行政からそのようなお話を聞いておりません。道設置が事実ならそれを知らないこと自体が

本当に恥ずかしいことです。実際はどのようになっているのか、お伺いします。 

 そのほかにも太宰府東小学校を初め、太宰府東中学校、高雄公園周辺の整備など、お考えや

構想的なものがあればあわせてお伺いします。 

 次に、２件目の西鉄五条駅前の新設歩道についてお伺いします。 

 この件もたび重なる質問をさせていただきましたが、おかげをもちまして立派な歩道が完成

し、大変ありがたく思っております。歩道利用者は広く安全な歩道ができたと太宰府市への感

謝の思いが声として聞こえてきます。しかし、一歩車の側で見ると、前にも増して学園通り側

への左折が危険で不便になったとの声が大変多いことに驚いています。確かに歩道が完成した

当日、５分もたたないうちに縁石に乗り上げたり、ひどいものは乗り越えているタイヤの跡が

黒く残っています。道路の法線として横断歩道の設置条件に合致するようにと膨らみを持たせ

たとお聞きしたことはありますが、結果はこのような事態を起こしています。私へ苦情を寄せ

た一人の女性が軽自動車のタイヤをこすったということですが、これが大きな車ではどうでし

ょうか。ましてや大学ではマイクロバスが頻繁に出入りしています。現場を車視点でよく見ま

すと今までは何とか曲がることはできましたが、あの膨らみでは難しいと思います。今の縁石

の色は完成当時の白色ではなくタイヤ跡の黒色になっています。何十台もの車が乗り上げこす

ったために黒色の縁石になったのがうかがえます。せっかく安全な歩道ができたのに危険な交

差点になったと言われる方々のために何とか改良できないものか、市長のお考えをお伺いしま

す。 

 あとは、発言席にて再質問をさせていただきます。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） それでは、１件目の安全・安心のまちづくりについてご回答いたしま
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す。 

 １項目めの東校区通学路の整備についてでございますが、太宰府東小学校から太宰府東中学

校までの通学路につきまして過去に街灯を増設いたしておりますが、まだ照度不足ということ

でございますので、現地において照度等の調査点検をいたしまして、その結果をもとに良好な

視覚を確保するために照明灯の整備を行い、安全な通学路となるようにしていきたいと考えて

おります。 

 また、太宰府東小学校校門前の垣根でございますが、見通しが悪いということで一部垣根の

下を剪定しております。この生け垣につきましては小学校建設時にグラウンドのほこり対策及

び宅地内への目隠しということでの対策により設置されたようです。 

 しかし、生け垣がカイヅカでございますので、強く刈り込むことができません。そのため、

生け垣の幅も厚くなっております。今後も生け垣の剪定ができるよう関係者と協議を進めてま

いりたいと思っております。 

 ２項目めの高雄公園の周辺整備についてご回答いたします。 

 高雄公園は、都市公園法における地区公園でありまして、半径１㎞程度の徒歩圏内に居住す

る人々が利用すると規定されております。しかし、高雄公園へのアクセスは車両、歩行者とも

南側の高雄中央通り線からの出入りのみとなっております。現在、地区公園としての目的に沿

いましてご質問の美化センター下から公園への遊歩道の設置について基本構想を検討中でござ

います。高雄公園北側から太宰府東小学校横までのルートについて、遊歩道の勾配、歩行者の

安全性などを考慮しながら検討中でして、実施については個人所有地の方のご協力をお願いす

る用地買収などを考慮し、工事着工は平成26年度を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） １項目めの東校区通学路の整備について私のほうからもご回答いたし

ます。 

 太宰府東小学校と太宰府東中学校間の通学路は両サイドが山林で木立が茂り、日陰の状態に

あるのは存じております。通学路に面します学校用地につきましては、校庭側のり面は毎年草

刈りを実施し、反対側の樹木剪定は不定期ですが実施しており、本年度も剪定を予定しており

ます。 

 民有地につきましては、所有者が管理することが原則であることから、平成23年と平成24年

の夏休みに所有者の承諾を得まして中学校の教師と保護者が協働で竹の伐採や草刈りを実施さ

れていることは存じております。結果、学校の玄関から生徒の通学状況が見えるようになって

きております。今後も安全に通学ができますように地域の皆様の協力をお願いいただけたらと

思っておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ここで11時10分まで休憩いたします。 
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              休憩 午前10時57分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時10分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 再質問。 

 ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 回答ありがとうございました。 

 幾つか質問させていただきます。 

 まず、街灯の件は、先ほど部長のほうからいただきました回答で調査していただいて暗い箇

所とか何かあれば基数を増やすか、一つの電球といいますかね、そういう照明のルクスの明る

さを変えていただくとか、何か調査していただきたいと思います。 

 よろしくお願いしときます。 

 それで、太宰府市には小学校と中学校、合わせて小学校が７校、中学校が４校、トータルの

11校ありますけど、この太宰府東中学校が一番この太宰府市の中では一番危険な箇所といいま

すかね、そのように見受けられるんです。やはりそういうところに学校を建てたということの

ある程度の行政としての責任といいますか、そういうものはあると思いますので、100％安全

ということはできませんけど、できるだけのことの対応、それなりの対応はやっていただきた

いと思います。さっき理事のほうからも申されました、先ほど私も質問しましたＰＴＡ、学校

のＰＴＡの方が個人的な私有地を交渉して伐採をされております。おやじの会という会があり

ます。だけど、このおやじの会というのも中学校は３カ年ですので、３年がたつとどんどんど

んどんおやじの会はメンバーが入れかわっていくんです。そうすると、やはり大変な役目仕事

だと思います。そして、ご連絡も入りましたけど、実際そのおやじの会で何人かで伐採をする

けど大変な仕事だったということを苦情を私たちのほうに向けられました。そして、そういう

ことで学校のほうも、そしておやじの会で個人の土地だと、行政のほうでは個人の土地だから

手をつけられないと言われますけど、おやじの会のほうでは個人の持ち主さんを探して、そし

てその方と折衝して幾らかの伐採をさせてくださいとかいろいろ、そしたらもうぜひやってく

ださいと、子どもさんたちが大事ですからということでされているんです。だから、今後そう

いうことで学校側とおやじの会のＰＴＡの方と一緒になって個人の持ち主の方と折衝しておや

じの会たちとも一緒ですけど行政のほうが年に何回かその道路側から５ｍ、10ｍ先までを切っ

てしまうとか、そういう何かのお手伝いというものはできないものでしょうか。いかがです

か。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 日ごろから太宰府東中学校から太宰府東小学校の間の通学路につきま

して、地域の皆様、それからＰＴＡ保護者の皆様にご協力いただいていることにつきまして

は、先ほど申し上げましたとおり十分存じ上げているところでございます。ただ、先ほども申
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し上げましたが、議員さんも今申し述べられましたけども、民有地につきましては所有者が管

理することが原則でございます。市といたしましても、おやじの会を中心にとか、そういった

ところで取り組みがなされておることも十分承知しておるところではございますが、今後も安

全に子どもたちが通学できますように、例えばコミュニティスクールの一環として太宰府東中

学校も今年度よりスタートいたしますので、学校運営協議会等の議案といたしまして協議をし

ていただきましてですね、また新たな取り組みでどんなことができるかといったところも協議

をしていただきまして、地域の皆様の協力を今後ともお願いをいただきたいということでお願

いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 今おっしゃいました個人の所有者が管理するのが義務だということをは

っきり言われましたけど、それで危険だからＰＴＡ、学校が一緒になって活動をしているんで

すよ。それを一つのお手伝いもしないというような今の回答だと思うんですけど、それではい

けないんじゃないかなと思うんですけども、再度回答をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） あわせて回答させていただきます。 

 今、理事が言いましたように今年からですね、コミュニティスクールということで地域と学

校と一体となった運営方法に中学校も入ってまいります。今、ご心配のご質問いただきました

ように行政がそれにかかわっていかなければ学校と地域だけにしとってというような第三者的

なことになりますので、学校の課題等も行政として捉えていこうということで学校運営協議会

という中に今回から全部長と教育委員会の課長がそれぞれメンバーとして入ってまいります。

そういう中で、地域と学校と保護者と行政が一体となって学校課題に取り組んでまいるという

ことで考えて今年から中学校も全11校の小・中学校で行ってまいりますので、そういう中でい

ろんな議題として話し合い、それぞれが協力して学校の運営に携わっていただきたいというと

ころでなってきております。 

 先ほどご質問いただきましたように個人所有のものがどうのと、回答ちょっとどこがしたか

私今記憶ございませんけども、個人所有のものは個人の管理ということには原則はなっており

ますけども、そこに電話してちょっと切らせてくださいということは以前の私も担当のときも

太宰府東中学校のときにしたことございますので、別にそれをしないということではなくて、

それぞれ協力しながらやっていくということで今後も進めていきたいと思っておりますので、

ご理解をいただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） コミュニティで集まっていろんな協議をされるということに回答いただ

きましたけど、それだったら一応ＰＴＡ、親御さんのほうからご意見が出ていることを１つお



－51－ 

伝えしておきます。小学校から中学校まで行くところの右側ですね。道路から落ち込みがあり

ます。これを要望としては５ｍ、今先ほど言いましたように５ｍ、10ｍ奥までぐらいまでを伐

採していただきたい。そして、もしよろしければ個人の所有者に了解をいただいて、もしよろ

しければあれを一段落ち込んでいるところを平地まで埋め立てていただければ一番ありがたい

ということも親御さんたちの要望です。それと、左側のやぶのほうは定期的に伐採をやってい

るという回答でしたけど、今でもかなり枝が生い茂っております。そのために街灯が暗くなっ

ているということもあり得ると思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

 それと、もう一つ伝えますと、大分前に小学校の６年生の親御さんたちの集まりがあったそ

うです。そこの中で出たお話が、これはちょっとオーバーかわかりませんけど、あの中学校に

行くには幽霊中学校に行くような気持ちであるというご意見が出たそうです。それだけやっぱ

り親御さんたちはつらい、怖い思い、子どもたちに危険な場所に行かせたくないという意見で

あったのじゃないかと思いますので、ぜひそれは集まりのときに考慮していただいて、そうい

うものも検討していっていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 次に、太宰府東小学校校門前の垣根の件ですけど、間引きをして木の種類によって間引きの

仕方が難しいということは重々わかっております。だけど、あの間引きをされて、また新たに

小さな木を植えてありますけど、あれはどういう意味で植えられているんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今の回答をする前にですね、先ほどのちょっと照明灯の話でございます

けども、実はあそこの中学校の前がですね、水田がございますよね。その関係でですね、古い

照明灯が６基ありますけども、今の明るさに水田の関係、稲の関係でですね、あの明るさにな

ったかなというところもありますものですから、その辺は関係者とも調整をさせていただきな

がらですね、検討、整備を進めていきたいというふうに思っております。 

 それと、今の生け垣の件でございますが、平成24年度にですね、交差点部の非常に見通しを

よくするためにですね、間引きといいますか、下のほうを剪定をやったところですね、カイヅ

カが古い点もあったと思いますけども、ちょっとこのまま放置しとったらちょっとだめかなと

いうような木もございましたものですから、10本ほど植えかえたというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） そうですね。10本ほど小さな木に植えかえられております。そして、そ

のカイヅカがあるそっち側のほうは一応ガードレールといいますかね、何かフェンスがあるん

ですよね、実際。それにカイヅカがもう完全に生い茂ってしまっているんですよね。だから、

美化センターのほうに上る側のカイヅカは腰の高さぐらいから下は全部枝を落とされているん

ですよね。だから、同じようにこっち側の今私が言っているほう側も、そのような切り方をす

ると見通しもよくていいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょう。 
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○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） この生け垣につきましてはですね、小学校とか通学路のあったときのい

ろいろいきさつがあるのかなという思いがありますものですから、行政だけではなくてです

ね、関係者の皆さんといろいろ調整させていただいて、その話を進めさせていただきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） それは、切るということで今美化センター側のほうを切られたときに下

も切ろうとしたと。そうすると、さっき壇上で私今質問しましたように一個人の方か何かがス

トップをかけられたと。音がうるさい、粉じんが出るというようなご意見でストップさせられ

て、その一個人の方だけのことでストップをさせられたと。だから、そっちは切ってないんだ

と。やっぱり安全・安心のためには子どもたちを安全に学校に行かせるためにはそこはそのよ

うに腰の高さぐらいまでは切ってしまったほうがいいんじゃないかと、ガードレールのような

ものもあるし、危険性はないからそういうふうなことがいいんじゃないかと。そのときに言わ

れたほうが、行政のほうでは地域のことだから地域の方で折衝して了解をしていただければと

っていただければやりますよというような回答だったようなんです。それは逆に私たちから言

わせていただければ、地域の方との折衝というものは同じ地域同士なのであとのいろんなこと

がありますので、行政のほうでデシベル計とか、粉じん計とか何かありますかね。そういう機

器を使っていただいて、調査をしていただいて、これだけだからもう音もうるさくないです

よ、粉じんも出ませんよというようなことをちゃんと書類でデータをとっていただいてそのよ

うな交渉をしていただければその方も納得されるんじゃないかなと、それが皆さんのご意見な

んです。ぜひそういう調査をしていただきたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今、議員さんが言われた部分を含めましてですね、地元の関係者の方と

も調整させていただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） ぜひお願いします。 

 続いて、高雄公園なんですけど、先ほど申しましたようにそういう回答もいただきました。

平成26年度を完成でつくる予定だという回答をいただきましたけど、その話が出るということ

自体がある程度私たち議員一個人、私が個人質問でしたから個人に教えていただけないという

ことになれば議員協議会等があっていますので、もしよろしければそういう場で教えていただ

ければ今のような質問の仕方はしないと思うんです。といいますのは、20人ぐらいはいたと思

うんですよね、私その場で。そこでそのお話が出たんです。そして、後藤君、おいって、おま

えが質問したあれだろうと。それで、あとどのようなルートでその歩道をつくるのかと質問さ
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れたんですけど、その場で初めて聞いたんですよ。回答しようがなかったんですよ。おまえ知

らないのかと。何でこの人が知っているのかというようなお話が出た。それがたった１カ所じ

ゃないんです。違うところからも出てきたんです。いろんなところからお話が出るものですか

ら、当の本人私が全く知らないものですから、お話が出るのは今部長が先ほど言われましたよ

うに個人の私有地もあるからそれも買収もしながらやっていきたいと思いますと言われたんで

すけど、そのときのお話はそれがあるから美化センター上ったところから下へ下るんじゃない

かなというようなご意見も出たんですけど、今の空き地を個人の持ちどころを購入してつくる

ということが正解なんですか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 実はですね、私も４月に建設部長になりましてですね、ちょっとどきど

きしながらしておりますけども、この基本構想はですね、私が４月になりまして始めようとい

うところで始まった構想でございまして、その以前からも議員さんが一般質問されているのは

知っております。私はこっち建設部長になりまして、今構想を練っている最中でございまし

て、今ですね、皆さんのほうにこういう案ですよというような、まだできる状況ではございま

せん。といいますのはですね、先ほども言いましたけども道路勾配とかですね、安全性、夜間

施錠はどんなふうにするかとかですね、いろんな問題をやっぱり現地を見ていただけたらわか

ると思いますが、そういう問題がございます。その辺もクリアした中で、またお示しできるん

ではないかと思いますので、今は本当に基本構想の段階だという認識でお願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） つくっていただけるのは、本当に私も質問してお願いしたんですから本

当にありがたいことで、地域の方も喜ばれると思います。ただ、私が言っているのは、そうい

うお話はできるだけまだ構想が練ってあるんだったら外に開かないで、ある程度構想ができ上

がって発表していただければ一番ありがたいと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 私が思いますにですね、私も４月になってから何度かあの現地のほうに

出向いております。後藤議員さんのほうの一般質問も皆さん知ってあるんじゃないかと思うん

ですよね。市役所の者があそこに来ようよと、何かあるなと、そういう思いで見られたのかも

しれませんが、私が思いますにそういう役所の者がよく来ているなというところから、あそこ

やっぱり何かできるんだな、という思いでそういう話が広がったんじゃないかなという思いも

しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） わかりました。 
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 次、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） はい、じゃあ２件目、回答お願いします。 

 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 次に、２件目の五条駅前の新設歩道についてご回答いたします。 

 本道路は、市道五条口線で、西鉄五条駅利用者、商店街利用者、通学の児童、学生などの生

活道路となっています。平成23年９月に交通量調査を行った結果、午前７時から午後７時まで

の12時間交通量は往復合計で車両約6,000台と歩行者約800人でした。改良前は路側帯を通る歩

行者、自転車を車両が避けていく危険な状態でした。土地所有地の方にご協力をいただきなが

ら、幅員2.5ｍ以上の歩道を確保することができております。 

 同時に一方通行の道路との交差点を改良しましたが、この改良につきましても、筑紫野警察

署と十分に協議を行い、交差点の形状を道路構造令に適合した本線の曲線に対し一方通行の道

路を直角に取りつけるよう改良しております。 

 また、電柱も関係者のご協力により歩道内に移設し、路側帯の確保に努めるとともに、新設

歩道からの横断歩道の設置につきましても公安委員会へ要望をいたしております。 

 五条駅を利用される歩行者の歩行空間を確保することで、車両にとっても安心できる道路と

なっておると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 今の回答は私の何か車両が通ることの要望に対する回答になっているん

でしょうか。ちょっと私の質問に対する回答じゃないような、筑紫野警察署と話し合ってそう

いうことをやったというのは私も事前で確認しておりましたので、その質問をしているわけじ

ゃないと思うんです。今のでき上がった今の車の走ること、歩道のその直角に横断歩道をつく

るために直角につくったと、それは開通式のときも質問しまして、そういうご回答をいただき

ました。だから、それでも仕方ないのかなと私は思っていたんですけど、いざ使用するように

なった後、そういうふうな車の乗り上げ、実際今縁石の目地詰めされているところを現地見ら

れたと思いますけど、何本ももう目地割れているんですよね。それと、縁石の上に張りつけて

ある反射板というんですかね、あれもなくなっているんですよね。だから、それだけの乗り上

げる難しい角度になっているんじゃないかなと思うんです。 

 それともう一つ、車を運転される方がおっしゃるのが、左に曲がろうとするけれど正面に電

柱がある、今言われましたように歩道上に移動したからと言われるんですけど、正面に電柱が

あるために左に曲がるときに電柱のほうが先に気になって仕方ないと、そして曲がると。逆

に、今の状態では横断歩道ができて歩行者が横断されるのも、そっちのほうに気が行かないん

じゃないだろうかと、まず自分が運転するのは電柱のほうに行くんじゃないかと、かえって危

険があるんじゃないかというご意見が出たんですけど、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 
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○建設部長（辻 友治） 先ほどから私も言っております改良前の線形はですね、本線から一方通

行のほうに取りつけ道路ですかね、の一方通行に緩いカーブでもともとはされておりましてで

すね、五条口方面から車が来た場合に以前はもうそのままのスピードで入っていくような状況

でございまして、その場合に歩行者はあのときは歩道がありませんでしたものですから、７ｍ

ぐらいの幅を渡っておりました。今回、本線を曲線に対して直角に取りつけるように改良して

おりますが、それはですね、スピードを緩めていただいて、徐行してですね、一方通行のほう

へ進んでいただきたいと、歩行者の安全を確保したいということからでございます。以前は、

横断する歩行者が車両を見ながらこわごわ歩かないといけない状況だったんではないかという

ふうに思っております。 

 また、今度五条駅方面からのことを考えたらですね、以前は鋭角的に入らないといけなかっ

たんですよね。今度直角にしたものですから、以前はその鋭角的に入ると同時に、また早回り

をする車もございました。五条駅方面から来た場合ですね。そういうのもですね、今回あちら

から来た場合はもう入りやすくなっているんですよ、五条駅方面からはですね。そういうとこ

ろのこともあると思います。そして、私のほうから言いますと、あそこの改良をした大事な目

的はですね、私もあそこをずっと通行をしておりましたけども、皆さん子どもさんでも歩行者

でもですね、人家の壁にすり寄りながら、ひっつきながら歩いていた状況ですよね。それをま

ず改良したいと、歩行者を守りたいというのが第一の目的であったんじゃないかと思うんです

よ。それで、今言うああいう線形にさせていただいて、なるべく車は五条口から来たときに左

折する場合に徐行してスピードを緩めて徐行して曲がっていただきたいと、歩行者の安全確保

を第一にという思いで事業をやっておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） いや、部長がおっしゃるのはもう十分わかるんです。そして、歩行者優

先だからできていますので、歩行者の方、もう全ての方はもう感謝されているんです。それは

十分わかっているんです。実際使用をし出してそういうことがあるから、あそこの曲がり角だ

けを縁石何本かだけでも修正していただければ曲がりやすくなると、車も曲がりやすくなると

いうご意見なんです。だから、それを実際使用し出してからの現地を調査されたことはないん

じゃないかなと思うんですよね。１つ、幾つか例を挙げますと、１つはあそこの近くで食事を

されている方がいらっしゃったそうなんです。物すごい音がしたそうです。何事かなと思うた

らそこに乗り上げていると。そして、車輪が脱輪したようなんで車が空回りしているから全く

身動きとれないと。食事されている方と車が後ろにつかれた方でみんなで持ち上げて動かした

と。そして、先ほど言いましたけど、また違う方はそこを新車で通っていたと。先ほど言いま

したように電柱が正面にあるためにちょっと怖いから早くどうしてもハンドルを切ってしまう

と。そしたら、後輪がどうしても乗り上げると。新しい車のアルミホイールが完全にだめにな

ったそうなんです。本当に悔しくてたまらなかったというご意見も出ています。だから、あそ
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こをもう幾つかだけ直す、横断歩道のあの歩行者優先というのは重々わかるんです。わかるけ

ど、再度今使用されているのを見ていただいて、なるほどなと、やっぱりこうやったがいいん

じゃないかということが出るんじゃないかなと思うんですよ。つくられるのは法線考えて筑紫

野署と検討されたということはよくわかるんです。それも話も聞いています。だから、そのと

きは私も納得したんですけど、実際使用し出したら何本かでも縁石を移動させて引っ込めてい

ただければいいんじゃないかと。それでも、歩行者はゆっくり幅があるんです。だから、何と

かそこのところを検討していただいて、車も歩行者も安全だと。かえって縁石に乗り上げたば

っかりにそっちに気とられて歩行者がいらしたのにつっかける可能性は大いにあると思うんで

すよ。だから、そこのところも重々検討していただけないかなと思いますけど。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 完成して３カ月ぐらいになりますけども、道路線形になれていないとか

ですね、そういうところもあると思いますので、そういうこともあってタイヤを縁石にすって

いくということもあると思いますのでですね、横断歩道がすぐできればですね、徐行の目安に

はなりますけども、早急に対応ということで縁石の位置をわかりやすくするためにですね、縁

石の上にカラーポールの設置も検討したいというふうには思っております。 

 それと、ホームページなどにも載せてですね、その辺の周知をしていきたいなということも

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） 全く、ではもうその検討はしないということですか。今の回答ではもう

縁石何本か動かせばいいんですけどね。そして、ちょっと五条のほうからもわかりますけど、

これもちょっと余談になりますけど、逆走防止のポールが立っているのは、これはいいなと思

うんです。これはもう法律的に逆走はだめですからね。だけど、今日朝見たみたのも、それは

同じところの箇所だから言わせていただきますけど、あの逆走防止のポールが立っているため

に何台か後ろの方が、これ違反なんです。違反はよくわかっていますけど、やはり後ろから曲

がられるんです。そして、今日朝来たときにはですね、何台かつかえたために５台ぐらい後ろ

からあの逆走防止のポールよりもまだ後ろからですよ。横断歩道に１軒のおうちに入るために

縁石の空間があるんです。それに入って歩道を乗って右へ、一方通行へ曲がられたんです。そ

ういうことも起こっているんです。だから、それはもう違反だから、私も逆走防止のあのポー

ルは認めますけど、縁石のほう側だけはもう何とかしていただきたいなと思うんですけどね。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 議員さんにお願いがありますが、できて３カ月ということで今も言いま

したようにまだなれない部分、周知徹底されていない部分もございますので、まずカラーポー

ルを立てさせていただいてですね、そういう状況を見ていきたいというふうなところでご理解

お願いしたいと思いますけど。 
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○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員。 

○９番（後藤晴議員） なら、今部長がおっしゃったように再度現地を見ていただいて、カラー

ポールを立てていただいて、それでも何か事が起こればそこで再度検討していただきたいと思

います。最初にも申しておりますように、歩道、車道と、全体的には本当に市民の方、地域の

方、皆さん喜んで感謝されております。あの曲がり角だけは何とかしていただければなという

のが私の質問です。ぜひよい回答、よい改善をお願いをいたしまして、質問を終わります。あ

りがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） ９番後藤晴議員の一般質問は終わりました。 

 次に、６番長谷川公成議員の一般質問を許可します。 

              〔６番 長谷川公成議員 登壇〕 

○６番（長谷川公成議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告してお

りました子どもの体力向上について質問させていただきます。 

 太宰府市スポーツ振興基本計画後期基本計画案を作成するに当たってを見ますと、我が国の

現代社会において高度情報化、生活様式の利便化が進む一方、少子・高齢化や地域活動の減少

により国民が体を動かす機会が減少し、その結果、体力低下や精神的ストレスの増大など、健

康面での問題が出てきています。 

 一方、いわゆる団塊の世代の退職により、今後多くの人たちが地域で活動していくことが予

想されることから、私たちが健康で生き生きとした社会を過ごすためには、地域の住民のニー

ズに応え、余暇の充実、健康づくり、地域交流としての運動、スポーツを継続的に実践できる

ようなスポーツ環境の整備を計画的に行っていく必要がありますという説明がなされておりま

す。 

 また、計画策定までのスケジュール案として、今年度には素案作成期間、来年平成26年度に

は本格審議期間と、前期基本計画進捗状況など、必要な検証を行い、本市における状況の変化

等に迅速に対応しながら、平成27年度後期基本計画を策定すると記されております。この基本

計画は、これから本市のスポーツにおける目標と指標になるため、慎重に計画を進められるこ

とをお願いいたします。 

 そこで、今回は、太宰府市スポーツ振興基本計画実施計画平成23年度進捗状況報告書の中を

見て非常に懸念される内容に基づき質問させていただきます。 

 その懸念される内容とは、青少年スポーツにおける目標と指標の中の子どもの体力につい

て、全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果における本市の小・中学校体力総合平均値の数

値についてです。全国平均値に対する相対的な位置を示し、単位等が異なる調査結果を比較す

る指数、これをＴスコアといい、全国平均を50点とし、本市の小学１年生から中学３年生まで

の男女の位置を示しています。本市の平成23年度の成果値はといいますと、全国平均50点に対

し小学１年生男子は50.4点と全国平均並みですが、この学年以外では指数が50点以下を示し、

中学２年生男子においては40.8点しかありませんでした。こういった現状をどのように考えて
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おられるのか、今後の対応策をお伺いいたします。 

 次に、進捗状況報告書の中から第１章、地域スポーツの中の子どもが体を動かすことを楽し

むことのできる運動、スポーツの振興という項目と、第３章、青少年スポーツの中の学校にお

ける子どもの体力向上事業の推進の項目と、学校体育施設の充実項目があります。その内容を

見ると、学校教育以外の取り組みは、夏休み、小学校低学年のみを対象とした夏休みキッズわ

くわくスポーツ教室のみで、市として子どもの体力向上に向けての取り組みがなされておりま

せん。私は各学年ごとに年間を通しての体力向上プログラムが必要だと考えますが、教育委員

会としてのお考えをお伺いいたします。 

 最後に、平成22年３月議会において小・中学校のグラウンド芝生化の一般質問をさせていた

だいておりました。子どもの体力向上を学習指導要領に沿ってプランを策定し、計画的に指導

を行うとされておりますが、授業時間も限られた中での体力向上を望むのであれば、私はよほ

ど専門的なトレーニング等を授業に取り入れなければ向上は無理だと考えます。 

 グラウンドの芝生化を検討され、子どもたちがけがを恐れず、元気にグラウンドを駆け回る

姿が見られれば、自然と体力が向上してくると考えます。その後、教育委員会でグラウンドの

芝生化についてどのような検討がなされたのか、お伺いいたします。 

 以上、１件３項目、将来を担う子どもたちのことを真剣にお考えいただいたご答弁をお願い

いたします。 

 再質問は発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 子どもの体力向上について教育長からとのことですが、まずは私から

回答させていただきます。 

 まず、１項目めの新体力測定の結果（平成23年度）を見て、体力低下が著しい。今後の対策

を伺うに対してお答えいたします。 

 太宰府市を含めまして、全県的に全国平均を下回っており、体力向上は福岡県全体の課題と

なっております。これらのことから、本市におきましては、調査結果の詳細な分析に基づき各

学校のそれぞれの課題を踏まえた体力向上プランの作成を指示するとともに、そのプランに基

づき具体的実践を行っていく予定でございます。 

 次に、２項目めの年間を通しての取り組みが必要だと考えるが、教育委員会の考えを伺うと

いうことについてお答えをいたします。 

 体力の向上は、一朝一夕で効果が上がるものではなく、日々の学校生活の中で年間を通した

取り組みの実践の意識化が必要であると考えています。そのために市教育委員会といたしまし

ては、各学校の特色を生かした１校１取り組みを推進しております。さらに、文部科学省から

発行されました活用シートに一人一人の体力テストの結果を記入をいたしまして、そして配布

して、そのシートの活用を図ってまいります。 

 また、体育協会の協力をいただきまして、新体力テストの測定技術を含めた指導者講習会を
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実施してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 続きまして、グラウンドの芝生化についてご回答いたします。 

 これまでいろいろと調査を行ってまいりましたけれども、グラウンドの芝生化のメリットと

いたしましては、景観がよい、ほこりの軽減、グラウンドの土の流出防止、心理的な安らぎ、

グラウンドの温度低減、雨上がり後に利用がしやすいということが上げられます。 

 一方、デメリットといたしましては、管理に費用や手間がかかる、養生期間の利用制限で教

育活動に制限がかかる、害虫の発生、中には雑草アレルギー反応を示す児童がいるなど、芝生

化のデメリットも考えられます。 

 全国ベースの資料を見てみますと、公の学校のグラウンドの芝生化の率といたしましては全

国で５％ということで、主に都市部が中心のようでございます。 

 整備費用につきましては、１㎡当たり3,000円から1万7,000円と幅がございます。管理費に

ついては、施工面積や管理内容の違いにもよりますけれども、㎡当たり10円から400円と大き

な開きがございます。また、児童・生徒が踏み固めることなどによりまして、供用開始後に芝

が剥げまして、もとに戻ったというふうな事例もございます。 

 このように、グラウンドの芝生化につきましては、まだまだ課題も多くございますので、現

時点では時期尚早ではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 教育部理事にお伺いいたしますが、体力向上プラン作成について答弁

でおっしゃいましたが、これ大体何年度ぐらいまでに策定される予定ですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 体力向上プランについて説明をいたします。 

 体力向上プランにつきましては、各学校におきまして体力向上プランをそれぞれの学校の実

態に応じて作成しておるものが体力向上プランでございます。それに沿って各学校で取り組み

を進めていっておると、そういうことでございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） いろいろ調べた結果ですね、それではなぜここまでですね、子どもの

体力が低下したかと申しますと、これは過去にもここで再質問で言った文言なんですが、これ

は文科省が行っている体力・運動能力調査からの体力低下の原因ですが、保護者を初めとする

国民の意識の中で外遊びやスポーツの重要性を学力の状況と比べ軽視する傾向が進んだことに

あると考えられるそうです。また、生活の利便性や生活様式の変化は、日常生活における体を

動かす機会の減少を招いているそうです。さらに、子どもが運動不足になっている直接的な原

因として次の３つを上げることができるそうです。１、学校外の学習活動や室内遊びの時間の
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増加による外遊びやスポーツ活動時間の減少、２、空き地や生活道路といった子どもたちの手

軽な遊び場の減少、３、少子化や学校外の学習活動などによる仲間の減少が上げられ、今日の

社会においては屋外で遊んだり、スポーツに親しむ機会を意識して確保していく必要があり、

特に保護者が子どもを取り巻く環境を十分に理解し、積極的に体を動かす機会をつくっていく

必要があり、またよく食べ、よく動き、よく眠るという健康３原則を踏まえた基本的な生活習

慣を身につけることも重要であると言われています。 

 そこで、現在の放課後ですね。子どもたちの様子を見たままに話しますと、小学校で見かけ

る子たちの中に野球、サッカーは数人、遊具で遊んでいる子も数人、仮に50人ぐらい放課後校

庭に集まってきて、大半は何をしているかと申しますと、男の子の大半が携帯ゲームやカード

ゲームをして遊んでいます。公園でも一緒です。外には出ているけれども遊んでいるのは家の

中で行っているゲームです。 

 この体力測定の結果にですね、今回先ほど体育協会とおっしゃられましたが、今年度の体力

測定は体育協会の理事長からスポーツ推進委員のほうに声がかかり、太宰府東小学校と太宰府

南小学校の教師と残り５つの小学校の体育主任に新体力測定の測定法の講習会を実施し、また

太宰府東小、太宰府南小学校両校には、モデル校として補助的立場で先生たちと測定を実施い

たしました。講習会を実施したのにもかかわらず、当日はですね、測定法が多少異なり、また

先生たちの記録記載の違い、時間のルーズさが目立ちました。この体力測定に関してですが、

教育委員会として学校現場に対してどのような意識づけをもたらしているのか、お伺いいたし

ます。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） まずは、子どもの体力低下の状況を把握をしていただきまして、その

ことを憂いて、子どもたちのためにお力添えをいただいておることに対しましてお礼をまず申

し上げたいと思います。また、子どもたちにとってみればですね、教師にとってもそうです

が、そういった方が地域にいらっしゃる、ましてや太宰府市の市議会の中にそういった人材が

いらっしゃるということにつきましては大変心強く思っているところでございます。 

 子どもの体力の低下につきましては、福岡県の中でもいろんなところで問題提起がされてお

りまして、学力、それから体力、そして規範意識、自尊感情、この４つが大きな課題であると

いうことで提起がされておるところでございます。学校におきましても、そのことにつきまし

ては十分承知するように教員のほうには指導をしてきておるところでございます、学校長を中

心といたしまして。その意味で、喫緊の課題であるということにつきましては市の校長会等で

今年度につきましても各学校の実態を提示をいたしまして、それぞれの問題点、市としての問

題点を明確にしながら、さらに学校で分析を詳細にしていただいて、各学校の取り組みを充実

していくようにということで指導をしていっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 
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○６番（長谷川公成議員） １項目めの質問はちょっと体力測定に特化した質問をさせていただく

んですが、やっぱり体力測定のですね、測定法がきちんとできていないとちゃんとした測定結

果が出ないと思います。ただはかればいいということではなくてですね、例えばその新体力測

定の認定委員を指導的立場に置いてですね、学校の先生たちが補助的立場になるような方針を

考える必要があると思いますが、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 今、ご指摘いただきましたとおり、この測定方法につきましては各学

校から上がってきております記録を見ましても、学校によって少しずつ格差がありましたりし

ておりましてですね、教育委員会といたしましても測定方法の充実といいますかね、正確さと

いいますか、そういったものが十分できていないではないかといったような心配はしておると

ころでございます。そこで、今ご指摘いただきましたように学校にはゲストティーチャーと

か、ボランティアティーチャーとか、あるいはチームティーチングといいまして２人の教師が

一緒に指導していくといったような仕組みもつくっておりますので、事前にですね、十分体育

科の体育主任等との打ち合わせをしていただくなり、測定当日におきましても協議をしていた

だいてですね、役割分担をしていただいて、この点につきましては指導員の方に子どもたちに

対して測定方法なり注意点をしっかり話をしていただくとか、個々の部分については教師のほ

うが指導するとか、そういったような協議を事前打ち合わせをしていただいてですね、積極的

にかかわっていただいたらというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） ２項目ほど体力測定による方向性を伺ってきましたが、私が思うにこ

こが一番大事ではないかと思いますので、ちょっと伺いますが、体力測定の結果とですね、そ

の結果の分析とですね、数値の低かった子どもたちへの指導を行わなければただの一事業とし

て終わると思います。子どもの体力低下がですね、顕著となってきた今、今後の展望が必要と

なってきます。体力測定のですね、結果分析とその後の指導を行うよう要望いたしますが、い

かがですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） 最初に説明させていただきましたとおり、学校の取り組みとしては大

きく２つでございます。１つは、１校１取り組みということで、具体的に少し紹介をさせてい

ただきますと、ラジオ体操を月に１回全校で行うと、それに向けての体育の授業等を中心とし

た、とにかくラジオ体操を徹底して行わせるような、そういう取り組みをしていきますと。あ

るいは、体育の授業の初めにサーキットトレーニングを取り入れた授業を徹底して行うとか、

あるいは縄跳びの継続してやれるような、そういったような習慣をつけさせるような目標を重

点的に行うような取り組みをしていきますとか、そういった学校独自のですね、実態に応じた

取り組みを進めておるのがまず１つでございます。 
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 それから、もう一つは、体つくり運動と申しまして、授業の開始５分あるいは10分間、とに

かく基礎トレーニング、子どもたちの体力向上につながるようなトレーニングを継続的に計画

的に実施していくといったような取り組みをしておるところでございます。教育委員会といた

しましても、この２つの取り組みについては、子どもの実態に応じましてしっかり取り組みを

していくように今度指導をしてまいりたいというふうに考えております。 

 また、体力向上のためのプログラムということで先ほどお話がございましたが、これにつき

ましても随時ご意見をいただきながら、子どもたちの体力向上に向けて協議をして進めていけ

たらというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 体力測定のほうもですね、やはりきちんとした全小・中学校のマニュ

アルづくりですね。そういうのも道具の整備も大事ですけれど、きちんと行っていただきたい

と思います。これで終わります、１項目めはですね。 

 それでは、２つ目の質問ですが、私が言いたいのはですね、スポーツ少年団やスポーツ教室

に通っている子どもたちはですね、そこまで心配はしていないのですが、ほかの習い事で忙し

くてですね、運動する時間のない子や親の事情でできない子を対象としたですね、そういった

取り組みを考えていただきたいと、そのように考えております。 

 じゃあ、学校でできるかというと、授業時間の関係で恐らく厳しいでしょう。最近はです

ね、遠足もどういうわけか近場で済ませていると聞き及んでおります。この遠足についてちょ

っと伺いたいんですが、私の知る範囲では地元なので太宰府南小学校とですね、太宰府東小学

校は高雄公園に遠足に行ったと聞きました。これは遠足ではなく、何か近足というとちょっと

言葉は悪いですが、そういうふうにしかちょっととれないんですが、なぜこんなに近場に行く

のかですね、これが子どもの体力低下に拍車をかけているように思いますが、いかがですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） ご指摘いただきましたとおり遠足でそこを鍛錬と、体力向上につなげ

るという観点に立ちましたら、おっしゃいますとおり遠方に向かって遠足をするのが望ましい

ということになろうと思います。ただ、少し話がそれるかもしれませんが、新教育課程に変わ

りまして、学校の授業時数等を確保していく上ではですね、どうしても学校行事の精選といっ

たところが大きな課題になっているところでございます。そこも含めまして遠足については行

事から外すといった学校も出てきておるというところでございます。ただおっしゃいましたと

おり、遠足がそういったことで実施できなければそれにかわるものとしてですね、子どもたち

の体力向上につながるような取り組みを進めていくべきであるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 遠足はやっぱりそういった学校の教育課程から消されていっているん
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ですね。非常に何か寂しい気がしますね。せっかく一番コミュニケーションがとれる遠足だと

私は思うんですね。保護者の手づくり弁当で遠足だけは唯一小学校の教育課程の中でお菓子が

食べられると、私もそれが非常に楽しみだったんですけど、ちっちゃいときは。そうなんです

が、それもう本当に非常に残念です。でも、やっぱりどうせ遠足を実施するならどっか遠くの

ほうに行くようにですね、目標をぜひ立てていただきたいなと思います。 

 それでは、教育委員会としてですね、もっと子どもの体力向上プログラム等を作成する必要

がやはり先ほど理事が言われたようにしていきますというご答弁だったので、それは納得する

んですが、最近ですね、やはり目立つのが保護者が学校まで車で送迎するというのを毎日見か

けます、朝交通指導をしていてですね。私はどんなに雨が降ろうが、雪が降ろうが、送迎して

もらったという記憶はありません。当時は、私高雄に住んでいますので太宰府東中学校がなか

ったので、数㎞の道を歩いて太宰府中学校まで通っていました。自転車通学もですね、許可さ

れていたんですが、ちょっとヘルメットが嫌いだったので頑張って歩いて通学をしていまし

た。話はそれてしまいましたが、今後ですね、例えばその体力向上プログラムを検討していく

上においてですね、それは有料でもいいと思うんですよ。例えば月何回コースとか、数カ月コ

ース等のですね、そういったコースなども検討されたらなと私は思うんですが、こういう考え

に関してはいかが思われますか。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） 子どもたちの体力の件につきましては、もう日本全国的な課題となってお

りましてですね、全県下で取り組んでおられるようなところもございます。四国の霊場めぐり

のマップを配って子どもたちに歩数計も配ってですね、自分たちで毎日歩いた歩数で霊場めぐ

りができるようなことも県として取り組んでおるようなところもございます。そういうことか

らも、私たちの時代から比べて今子どもたちの骨折が1.5倍から２倍ぐらい増えたということ

で、恐らく体力低下の骨のですね、骨粗鬆症というんですか、ああいうことも重力と運動で骨

密度が変わる。そして、カルシウムとビタミンＤですか、ビタミンＤがまた骨の形成に非常に

大事でビタミンＤは日光に当たってできるというようなことで言われているようでございま

す。カルシウムについても、じゃあ家で食の問題から考えていかなきゃならない、これはもう

食教育も含めていけば、もう学校だけじゃなくて地域全体、家庭も含めてのですね、子どもた

ちの体力も課題というふうに捉えておるところでございます。そういうところからも、先ほど

質問いただきましたようにこのスポーツ振興基本計画の実施計画でも学校教育以外には１つし

かですね、項目が上がっていないというようなご指摘もありました。そういうところも含め

て、学校及び内外でどうやって子どもたちを体力をつけていくか。１つは、もう通学で車は使

わない。歩くとかですね。逆に今、私の地元もそうですが、バスに乗るからこそ逆に歩く距離

が短いところあるんですよね。実際そういうところも起こってきておりますので、チャレンジ

徒歩通学をＰＴＡも含めて地域一体で取り組んでいくとか、何かそういう家庭にもその課題を

持ってもらった中で全体で子どもたちにまず歩くとかという基本のところから何かしていって
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いただきたいな、そういうのを含めて今年のコミュニティスクール等の課題で上げていってほ

しいと思って、また校長会等でですね、議論していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） いいですか。 

 ２件目です。 

 ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 教育長の言われることはわかります。ただ、やっぱり体力向上プログ

ラムは例えば数カ月とか、コースによってですね、そこへ最初の１回よりも最後の例えば12回

目のほうが記録が上がっているよと、そういったコースをですね、検討したらいかがですかと

いうふうな質問だったんですが、今後これ検討される余地はありますか。 

○議長（橋本 健議員） 教育長。 

○教育長（木村甚治） いろんな検討はしてまいりたいと思います。短期の課題、長期の課題もあ

りますしですね、目標を持ってそれに向かって一つ一つ積み上げていって今日地球１周回った

とか、いろんなことは聞いておりますので、そういう中で検討する中では、いろんな方策は研

究をしていきたいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） ここで午後１時まで休憩します。 

              休憩 午後０時04分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３項目めの再質問から入ります。 

 ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 済いません。芝生化の件ですが、先ほど教育部長の答弁の中でメリッ

トを上げていただきました。私ちょっと詳細にそのメリットについて話したいと思います。 

 芝生化のメリットしてはですね、まず土や砂が散らない。先ほど言われたように砂ぼこりが

飛散しないですね、そういったものがありまして土砂の流出を防ぐということが考えられま

す。次に、地球に優しいヒートアイランド現象の軽減と温暖化の抑制につながる。夏場は照り

返しでまぶしいしですね、非常に私も苦手なんですけども、目をもう半分つむるような状態で

一日いるともう頭が痛くなって、今はもう最近眼球も何か日やけをすると、そういった話も聞

いておりますので、目に悪いんではないかなと思います。おまけに地面がですね、熱を吸収し

ているためとにかく暑いですね、照り返しがですね。これによって熱中症を引き起こす原因と

なり、非常に危険で子どもたちが家から出ず、外で遊ぶ機会が減り、体力低下につながる原因

と考えます。せっかくグラウンドがあるのに遊ばないのではなくて、今の現状では遊べないと

いうのが現状だと私は思います。芝生化になりますと、転んでもはだしになっても痛くない。

砂のグラウンドに比べてすりむいたりすることがなく、思い切り動き回れ、気持ちよく遊べる
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ため外遊びが好きになることが間違いないと。外で思い切り遊ぶということは、けがを恐れず

遊べますので、活発な運動が増え、体力がアップすると言われております。グラウンドを芝生

にしてから、子どもたちの50ｍ走のタイムがですね、各年齢で以前よりも平均で１秒、速くな

った子で２秒も速くなっているそうです。子どもたちが積極的に外遊びができる環境づくりが

ですね、いかに大事か。まだまだありますね。ちょっとご紹介したいと思います。 

 次に、ストレスの軽減が上げられます。思い切り走り回ることでストレスが発散でき、緑の

芝生が目に優しいことから、精神的にも安定すると言われ、景観の向上による癒やし、いじめ

が減ったという例もあるそうです。こういったストレスが発散でき、いじめが減る、またはな

くなるということになればですね、教育現場としてはすばらしいことだと思われます。先日も

ニュース等で言われていました。小学生による実は遊びではなく実はいじめでですね、窓のと

ころに閉じ込められて飛びおり事故、これはある意味もう事件ですね。これから先の長い人生

なのにみずからですね、その命を絶ってしまうという非常に悲しいことです。こういった問題

が起こらないようにするのがですね、私たち大人の務めではないでしょうか。 

 次に、地域コミュニティの創出、芝利用や芝生管理を通してまちづくりの貢献、芝生化によ

る意識の向上、地域への愛着などがあります。このほかに芝生には騒音を吸収する働きや多量

の温室効果ガスの吸収や大量の酸素の放出、アレルギー原因となる花粉や胞子、ちりの吸着等

もあるそうです。参考までに申しますが、2009年インフルエンザ流行時に土のグラウンドだっ

た小学校は休校になりましたが、芝生化されたグラウンドの小学校はインフルエンザにかかっ

た子はわずか１人だったそうです、この自治体の教育委員会はこの因果関係を認めてないそう

ですが。 

 今、私が述べただけでも相当なメリットがあると思われますが、教育委員会としてこのメリ

ットをいかがお考えですか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） メリットをたくさん、私が知らないのも含めましてたくさんあるのも承

知しております。ただ、そのメリットばっかりではなくて、反対のデメリットもあるというこ

とを私たちは考えてどうするかというのを、総合的に判断しなくちゃいけないというふうには

考えております。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 先ほど教育部長、デメリット申されましたけど、私が調べたときは余

りやっている中でそういったデメリットは書いていなかったのでですね、これ一応要望させて

いただいているわけですが、せめて予算のほうに関しましてもですね、先ほどご答弁されたん

ですが、私は独自に調査いたしましたところ、補助金や助成金が出る方法はないかなと思って

調べてみますと、スポーツ振興くじｔｏｔｏですね。これがあるようです。今後はですね、こ

ういったものを活用してですね、前向きに検討していただきたいと思いますが、これいかがで

しょうか。 
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○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 先ほどご答弁いたしましたけれども、メリット、デメリット総合的に判

断して他市の状況も成功体験ばっかりじゃないというのもございます。現時点では時期尚早だ

というふうには考えておりますけれども、整備するに当たりましてはですね、国の補助もある

ようですし、長谷川議員がおっしゃいましたようにｔｏｔｏのスポーツ振興宝くじ助成金もあ

りますので、グラウンドの芝生化のみならず、こういうふうな補助金については活用してまい

りたいと思っております。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員。 

○６番（長谷川公成議員） 私もこの質問は２回目なんですが、正直申しますとですね、この質問

をする前は予算が相当かかるんではないかなと予想していたんですが、これを調査しているう

ちに、これなら本市でもできるのではないかと、子ども、地域が活性するならですね、年間の

運営費用は安いのではないかなと私は考えましたので質問させていただきました。 

 最後になりますが、要望した中のですね、１つ、２つぐらいはですね、早急に検討して対応

していただきたいと思います。子どもたちはですね、決して運動が嫌いなわけじゃなくです

ね、ただ身近に体を動かすきっかけがなく、やろうと思ってもどうしていいのかわからないの

ではないかなと私は考えます。芝生化にしたらですね、先ほどメリット述べましたけどこんな

にメリットがありますし、また体を動かす楽しさを知ればですね、積極的に外遊び、運動など

もすると私は思います。そうすればですね、体力も徐々に向上してくるのではないかなと、そ

のように考えます。教育委員会にこれから期待を込めて、私は一般質問を終わります。ありが

とうございました。 

○議長（橋本 健議員） ６番長谷川公成議員の一般質問は終わりました。 

 次に、７番藤井雅之議員の一般質問を許可します。 

              〔７番 藤井雅之議員 登壇〕 

○７番（藤井雅之議員） ただいま議長から発言の許可をいただきました。通告書記載の２項目に

ついて質問いたします。 

 まず、下水道料金について伺います。 

 本年３月の定例議会において市長は施政方針の中で下水道料金の引き下げを来年度から行う

ことを表明されました。下水道料金の引き下げについては、日本共産党市議団としても長年実

施を求めてきた立場であり、今回の決断は大変歓迎いたします。来年度に向けてのタイムスケ

ジュールとして７月に審議会に諮問を予定していると述べられていますが、具体的な引き下げ

幅が決定され、市民に示されるのはいつの時期になるのか、現段階での認識をお伺いいたしま

す。 

 さらに、３月議会の中で会派新風の不老光幸議員の代表質問への答弁では、平成26年度には

消費税の引き上げが予定をされており、これに合わせて平成26年４月１日の実施の方向で現在

検討していると述べられておりますが、仮に政府が景気動向の判断で消費税の引き上げを見送
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った場合にはどのような対応をなされると考えておられるのか。私は消費税の税率アップに関

係なく下水道料金の引き下げを実施していただきたいと考えますが、見解を伺います。 

 次に、教育行政について２点伺います。 

 まず、就学援助制度について伺います。 

 経済的に困難な状況があっても、子どもたちがお金のことを心配しないで学校で学ぶために

国民の権利としてあるのが就学援助です。現在、就学援助を受ける小・中学生は毎年増え続

け、2011年度では過去最多となり、全国で157万人、小・中学生の６人に１人の割合で認定さ

れています。背景には、子どものいる世帯の所得が厚生労働省の国民生活基礎調査の結果で見

ると、1997年と2011年では18歳未満の子どものいる世帯の平均所得は124万円も減少している

という状況です。そういった所得状況の中で就学援助の果たす役割はますます重要になってく

ると考えますが、就学援助の認定は前年度の所得を基準に根拠になっていますが、突然の失業

やあるいは給与等の減額などの事態に対応するために自治体においては直近の給与明細３カ月

分を見て就学援助の認定を行っているところもあり、太宰府市においても検討を求めますが、

見解を伺います。 

 次に、通学路の問題について伺います。 

 総務文教常任委員会の委員に学校教育課作成の太宰府市の通学路の安全点検状況の資料が提

出をされましたが、水城西小学校の関係では、３カ所のうち２カ所が都府楼南四丁目のシルバ

ー人材センター前の踏切、市の上踏切とその周辺という調査結果があります。市の上踏切につ

いては、踏切が狭く、通行に危険が伴うと示されていますが、改善対策の内容は道路整備計画

策定後に実施とあり、具体的にいつごろ改善されるのかは示されておりません。通学路の安全

確保という面からも早急な対応、踏切の拡張だけでなく、例えばＪＲ都府楼南駅と水城駅との

間にある歩行者が横断できる幅の踏切などを整備して、子どもたちの通学時の安全確保も検討

すべきであると考えますが、見解を伺います。 

 また、関連して同所周辺の交通体系の整理、一方通行化などもあわせて検討を求めますが、

見解を伺います。 

 再質問については発言席で行います。 

○議長（橋本 健議員） 上下水道部長。 

○上下水道部長（松本芳生） １件目の下水道事業についてご回答を申し上げます。 

 下水道使用料の引き下げにつきましては、平成26年４月１日から実施するところで事務を進

めているところでございます。 

 今後のスケジュールといたしましては、審議会への諮問を８月初旬で現在調整を進めており

まして、５回程度の審議を経て10月を目途に答申をいただき、12月議会において下水道条例の

改正議案を上程したいというふうに考えております。この下水道使用料の引き下げは、３月議

会での施政方針で市長が述べましたように、中・長期的な財政収支見通しにおいて一般家庭で

200円から300円程度が引き下げが可能との判断によるものであり、消費税の改定等とは関係な
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く実施するものでございます。 

 よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） わかりました。消費税の部分については先ほど壇上でも述べました３月

議会のあの議事録の部分でちょっとあったものですから、これは確認ということでさせていた

だきましたけども、今部長のご答弁で消費税の引き上げ、消費税に関係なく、その方向でこれ

から審議会と議論をしていくということで、この点が示されましたので、この辺についてはで

すね、私どもも前任の武藤議員、山路議員のころからお願いしてきた経過もございますので、

この点は大変歓迎いたしますので、もうこれは実施の方向性が審議会にこれから諮っていくと

いうことで見えてまいりましたので、この点につきましては今のご答弁で大まかな認識として

わかりましたのでこれ以上再質問はありませんので、また議会にきちんと結果を示していただ

きますことをお願い申し上げまして、１件目については終わらせていただきます。 

 ２件目のほうをお願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目に入ります。 

 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） ２件目の１項目めの就学援助について私のほうからご回答を申し上げま

す。 

 学校教育法では、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して

は市町村は必要な援助を与えなければならないとなっております。現在、市では、市民税の課

税状況をもとに就学援助の判定を行っております。経済状態を把握する方法といたしましては

最も正確で効率よく、しかも市民の皆さんにわかりやすい公平性のある方法であることから、

最適と考えております。もし仮に３カ月の給与明細で判定を行うというふうにした場合、その

他の収入がないのか、今後の経済状況をどう予測し、追跡調査や還付請求などに及ぶおそれも

ございますので、現時点では困難ではないかというふうに考えております。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 次に、２項目めの通学路（シルバー人材センター前の踏切）への対応に

ついてご回答を申し上げます。 

 シルバー人材センター前の踏切、ＪＲ鹿児島本線市の上踏切の改善につきましては、平成

24年度から始まっております社会資本整備総合交付金事業としてＪＲ九州、地域にお住まいの

皆様方のご理解を得ながら接続道路の拡幅と合わせて整備を行っていきたいと考えておりま

す。市の上踏切の改善の必要性は十分認識しておりますので、なるべく早い時期に工事に着手

できますよう努めてまいります。 

 次に、歩行者が横断できる幅の踏切を整備して子どもの通学路の安全確保などを検討すべき

とのご質問でございますが、これは歩行者の踏切の新設になろうかと思いますが、現在の鉄道

事業において踏切は基本的には統廃合による新設しか認められておりません。そのようなこと
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からも社会資本整備総合交付金事業として市の上踏切と接続道路の確保を行いたいと考えてお

ります。 

 次に、同所周辺の交通体系の整理、一方通行化についてでございますが、一方通行等の交通

規制につきましては、周辺にお住まいの住民の方の出入りに影響が出る関係から、地元の方々

の規制に対する合意が必要となりますので、地元自治会と筑紫野警察署と協議を行ってまいり

たいと考えております。 

○議長（橋本 健議員） 教育部理事。 

○教育部理事（堀田 徹） ２項目めの通学路（シルバー人材センター前の踏切）への対応につい

て、私のほうからもご回答を申し上げます。 

 この踏切を渡って通学している児童は24人となっております。踏切付近における見守り等に

つきましては、現在保護者の方々が当番制で週２回、火曜日と金曜日に行っていただいており

ます。今後とも必要に応じましてＰＴＡや地域に対してご相談をしたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） まず、就学援助のところで教育部長に伺いますが、現時点では率直に言

って給与明細等で判断するのは困難であるというようなご答弁でしたけども、ただ、ただです

ね、その方も例えば失業とか所得の減少とかで翌年度からその就学援助の認定が行われるとい

うのは想像できるんですが、要は今といいますかね、きょうびのところでのそういった困難で

すね。所得の減少とか、例えば所得が減少、給与が減ったとか、そういう部分で当然貯蓄等を

切り崩した上でももうこれ以上の生計といいますか、そういう部分が困難で就学援助の相談に

来られた場合でも、結局その前年度の所得との兼ね合いがあって結局は認定が難しくなるとい

うことですけども、仮にそういう部分の方が相談に来られてももうそれはできませんと、今年

度はもう対応できませんということでお断りをするというのが今の基本的な認識でしょうか。

それとも、何か別の社会的なそういう公的なものをアドバイスとか、そういった対応は考えら

れないんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） 藤井議員がおっしゃってあることはよくわかります。ただ、審査をす

る、認定するに当たりましては、これは筑紫地区４市１町でもこの認定については申し合わせ

をしておりまして基本的には同じ取り扱いをしておりますけれども、太宰府におきましてはさ

らに例えば今年度でいいますと４月の時点では平成24年度の所得、６月以降になりますと平成

25年度の所得がわかりますので、そのいずれかが基準を満たせれば認定をするというふうな取

り扱いで他市に比べるともう一歩踏み込んでおるというふうには認識しております。ただ、お

っしゃいますようにじゃあ直近はどうするのかというのは、これはもうこの認定以外の市の行

政のさまざまな認定についても同じような取り扱いでございまして、先ほどおっしゃいました
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ようにその３カ月分の給与明細だけで取り扱うというのは不公平感と、それ以外の所得につい

ての追跡ができませんので、非常に不公平感があるのではないかというふうにも考えておると

ころでございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） その３カ月のその給与明細というのはあくまでもそれは実施している自

治体の例でして、例えばその給与明細だけではなくてですね、前年の所得以外にですね、根拠

にするものをもう別途検討できないのかということでは、例えば給与明細以外でももう難しい

ということでもう前年の所得に基づいて基本は対応するということでしょうか。これはもう４

市１町でも今後そういった見直しとか、そういう部分も議論を太宰府から投げかけると、そう

いう予定もないというふうな認識でいいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 教育部長。 

○教育部長（今泉憲治） ４市１町は基本的に所得で判定するというのは取り扱いを標準化してお

りますけれども、市内今後どうするかというのをですね、いろいろ研究はしたいと思いますけ

れども、それは申請主義になりまして、例えばその不動産の一時所得とか、いろんな所得があ

るんではないか、それを知っていて出さないということも考えられますし、そうじゃない逆の

立場の方もいらっしゃると思いますので、そこについては他市がどういうふうにやっているか

知りませんけれども、公平性が担保されるというのがもしあれば研究はしてまいりたいし、筑

紫地区においても提起はできるんではないかと思いますが、今現状を申しますと先ほどご答弁

したような認識でおります。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 今、部長が言われました例えばその他の給与以外の所得の部分で例えば

不動産の所得というようなことも言われましたけども、はっきり言いまして不動産のそういっ

た所得というか、家賃収入的なものがあればそういった就学援助とかそういった公的なものを

まず頼るというような形にはならないんじゃないかなと私は考えるんですね。むしろもうそう

いった所得がなくて、もう給与しかない中で給与の減額、あるいはそういった減少になって就

学援助が必要になるという方が多くの私は実態じゃないかというふうに推測をいたしますの

で、この部分についてはですね、太宰府単独でというのが難しいのなら一度４市１町でも所得

以外の認定のあり方をどうすべきかというのは今後議論をしていただきたいというふうに、こ

れはもう要望して就学援助については終わらせていただきます。この点の追跡の質問はいつか

させていただきますので、そのことも述べさせていただきたいと思います。 

 それでは、通学路についてですけども建設経済部長、先ほど言われました社会資本整備事業

交付金という事業のことを言われましたけども、以前私が議会で質問したときにも当時の建設

部長、あるいは建設課の課長さんとも事前の質問のやりとりの中でそういった社会資本整備事

業交付金という言葉が出てきたのを記憶しているんですけども、それはたしか一度だめになっ

たというか、何かそういうような認識をしていたんですが、それは違うんですか。 
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○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） これは藤井議員さんが平成23年６月の中で質問があっておりましてです

ね、そのときは地域再生整備事業ですね、そちらが終わって平成24年度からこっちの社会資本

整備総合、ちょっと言葉が違うかもしれませんが社会資本整備のほうに移りますと。平成24年

度以降にそういう順番を決めてやっていきたいというような答弁をしとったと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） その単刀直入にお伺いするようであれですけども、この社会資本整備事

業交付金の中で対応できるんですか。この交付金が100％というか、この交付金がおりてくる

というふうなものはあるんでしょうか、何か。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今ですね、関屋・向佐野線とかですね、水城駅・口無線とかもこの事業

でやっておりまして、これにつきましては平成27年度完成を目指してですね、今やっていると

ころでございます。その中の社会資本整備事業の中の項目としてこの踏切の拡幅についてもで

すね、上げさせていただいておりまして、今現在今議員さんが言われましたようにですね、ち

ょっと予算的なものがですね、はっきりいつからつくかというのが今もう満額なかなか来てい

ない状況なんですよ。それで、今の時点で何年から始めますというのはなかなか言えませんけ

れども、うちのほうの事業計画の中には上げておりますので、なるべく早い時期に何度も言い

ますけれども着工したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 時期が具体的にいつからというのが示されていない部分はちょっと気に

なるんですけども、ただ現状でもですね、踏切のところで起きていることとしまして、あの踏

切をもう渡らないで歩行者の方がですね、朝方踏切のところを避けて線路を渡るような、そう

いうような横断の状況が往々にして見られています。小さいと言っても小学校高学年ぐらいの

子どもの体格だと思うんですが、子どもがこれは下校時ですけどもあそこの踏切のところでず

っと遮断機がおりて一定時間遮断機がおりていたりとか、それとかあそこが狭いからなかなか

渡れないからというのでぱっとそっちの線路のほうをですね、縦に横断していくとか、あと単

身者用のアパートがありますけども、アパートの方は踏切に行くのがちょっと踏切に行って駅

にまた戻るというような形になりますので、朝方にこれは見られるんですけども線路をもう突

っ切っていくというような、そういうような状況が今見られていますので、やはりその点まで

含めて今歩行者用の幅のあるあの踏切、そういったものも新設は困難であるというような答弁

がありましたけども、再度そういった状況といいますかね、これいつ事故が起きてもおかしく

ないような、何か私はその点も心配になるものですから、その点もう一度ちょっとＪＲと協議

をしていただいて、そういった改善策が余地がないのかというのは検討していただくことは難
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しいでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 議員がおっしゃっているのは、自転車とか歩行者が通れるだけの踏切が

先にできないかということであると思いますけども、今現在ですね、太宰府市内にはですね、

向佐野を含めて３カ所ほどあります。これは新設されたものではなくてですね、当初もう農業

用の通路としてあったものだろうと思いますけども、そこはもう本当に歩行者のみが通れる通

路でございます。ただしですね、非常にかえって危ないと、危険であると。ほかに人がいない

ものですからですね、子どもさんだけ通すのが本当に安全かというのは反対に危惧するところ

でございます。現場の私も３カ所全部見て回っております。ただし、あそこに子どもさんを果

たして行かせるのが安全かという思いがしておりますので、ＪＲと協議するならですね、あそ

こを広げる、もう前提にですね、協議を始めたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） じゃあ、広げることを前提にぜひ協議を進めていただきたいということ

でありますけども、それと交通体系の整理ですね。一方通行化というのは、これは私も先日都

府楼の自治会長と話をしましたけども、ぜひ交通体系の整理というのは進めてもらいたいとい

うようなことで地元の自治会の中でも一定といいますか、その部分についてはですね、理解が

あるのではないかというふうに認識をしておりますので、ぜひですね、一度そういう機会を持

っていただきたいというふうに思いますが、再度その点は約束していただけますでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 協議をするのは間違いなくやります。ただですね、今言いましたように

踏切の拡幅に伴いましてですね、その前後の道路の拡幅もですね、一緒に交差点の部分の拡幅

も一緒に考えないといけないと思います。その部分も含めてある程度の青写真ができた中でで

すね、それも含めてやったほうがいいかなという思いもあります。今現在の状況だけで一方通

行しますよという話だけじゃなくてですね、新たな交通拡幅、用地も含んでくると思います。

あそこに交差点が、今交差点になっていますけども、そこが交差点になるかどうかもちょっ

と、あそこが交差点でいいのかなという思いもあります。だから、そういうのも含めてです

ね、ある程度の青写真ができた中で皆さんにおろしてこういう交通体系にしたいというほうを

提案したほうがですね、いいんじゃないかという思いがしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） これは堂々めぐりといいますかね、なるかもしれませんけども、ある程

度のその部分がどうなるというその青写真がですね、いつ今の段階で示されるのかがはっきり

としないものですから、結局現状としてあそこがいつまで、今危険な状態の通学路である、狭

い踏切というようなことでもありますし、その周辺の交通事情のところではいろいろ日常的に
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運転手さん同士の口論といいますか、そういったものも発生していて周辺の住民の方もちょっ

と嫌な思いといいますか、されていたりとか、あとその車のそういう部分での危険な思いもさ

れているということでありますので、その青写真がというようなことでありますけども、その

できる前にですね、何らかのその部分の対応策というのは私はもうちょっと内部でしていただ

く余地があるんじゃないかなということも考えますので、その点についての検討をぜひ引き続

きしていただきたいということを重ねてお願いいたしまして、質問を終わらせていただきま

す。 

○議長（橋本 健議員） ７番藤井雅之議員の一般質問は終わりました。 

 次に、11番渡美穂議員の一般質問を許可します。 

              〔11番 渡美穂議員 登壇〕 

○１１番（渡美穂議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、通告書に記載しており

ます３件について質問いたします。 

 労働省の調査によりますと、2011年の正社員の数は3,355万人、契約社員などの非正規労働

者は1,756万人で、労働人口の34％、働く人の約３人に１人が非正規労働者です。1984年には

15％しかいなかったことから見ると、２倍以上増加しています。この非正規労働者のうち契約

期間が決まっている有期契約労働者は1,200万人となっており、非正規労働者の約７割近くを

占めています。有期契約労働者が抱える問題点は、雇用の不安定、更新拒否の不安、将来の生

活への不安、低い労働条件などが上げられます。一昨日の西日本新聞の社説にもありました

が、若年層の非正規労働への従事は晩婚化及び少子化の遠因だとも言われています。 

 このような現状を受けて、昨年８月10日、労働契約法が改正、公布されました。また、本年

４月１日から無期労働契約への転換と不合理な労働条件の禁止が施行されました。この立法の

趣旨は有期労働契約の雇いどめに対する不安を解消し、期間の定めのあることによる不合理な

労働条件を是正するとあります。わかりやすく言えば、非正規雇用であっても安心して働ける

環境づくりをすることで労働者の将来設計をしやすくしなさいということだと思います。私も

県の外郭団体の嘱託職員として働いた経験がありますのでよくわかりますが、その収入で生活

している人にとって来年も契約できるかどうかわからないという状況は本当に不安です。現

在、市の職員は335名と聞いていますが、嘱託や臨時職員など非正規の職員の数は何名でしょ

うか。私が県の嘱託職員だったときは期末手当や通勤手当が出ていました。しかし、本市の非

正規職員にはそのような手当は出ていないと聞いています。非正規の職員も正職員とほぼ同じ

勤務内容で働いておられます。給与の面では差が生じているのですから、一定の基準のもとせ

めて諸手当について法の趣旨に基づいて考えられるべきではないかと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 次に、以前庁舎の省エネのために九州電力だけではなく小規模電力会社ＰＰＳと競争させる

ことによってコストダウンをご提案したことがあります。 

 当時の総務部長はかなり前向きに検討する意欲を持っておられたと感じていますが、現在は
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どうなっているでしょうか。 

 また、今建築物の省エネルギーのため人工知能を活用した効率的制御システムが提唱されて

います。例えばトイレの照明は人が入ってくるとそれを感知して点灯するところが増えていま

すが、照明だけではなく空調システムも同様に人の数や体感温度に合わせて自動的に調整する

ことでかなりのコストダウンが見込まれます。例えばこの市役所の地下駐車場の換気扇は回り

っ放しだと思います。実際には車の出入りがあった数分間だけで十分なはずです。また、この

市庁舎も真夏に入ってくると非常に寒く感じることが多々あります。外気の温度に合わせて室

内の温度を調整するためそういうことが起きるのですが、室内の温度はまず外壁が温まった後

で上昇するため、外気の温度よりもゆっくりとしたカーブで上昇します。室内温度や人の数に

合わせて調整することで真夏のピーク時のエネルギー消費を分散することが可能になります。

東京大学の研究室が中心となって進めているこのシステムによって横浜市泉区ではコスト及び

ＣＯ２排出量を年間６％削減できることが証明されています。現在自治体では横浜市や多治見

市、武蔵村山市、三鷹市など関東を中心に導入が進んでおり、九州では大分市が今前向きに検

討されています。本市においても検討することは可能だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ３点目に、非婚母子世帯への対応についてお伺いします。 

 非婚母子家庭、つまり離婚や死別ではなく結婚されていない母子家庭は本市に一体どれぐら

いおられるのか、実態は把握されているでしょうか。 

 非婚母子家庭も母子家庭であるということに変わりはなく、生活状況も一般の母子家庭と同

じです。しかし、結婚した事実がないというだけで非婚母子家庭には保育料の控除や市営住宅

への優先的な入居や税の控除などの市のサービスがない自治体が多いのが現状です。そこで、

まず本市ではどのように対応されているのか、お示しください。 

 以上、回答は項目ごとにお願いいたします。 

 再質問は議員発言席にて行います。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） まず、職員の状況についてお答えをいたします。 

 平成25年６月３日現在の正職員数は338名ということになっております。また、嘱託職員及

び臨時職員数につきましては、嘱託職員が144名、臨時職員が94名となっております。 

 次に、嘱託職員及び臨時職員に対する手当についてでございますが、嘱託職員につきまして

は嘱託職員に関する規則の規定に基づきまして正規職員と同様に休日勤務手当または時間外勤

務手当を支給いたしております。 

 なお、嘱託職員及び臨時職員に対する県下の市区町村の現状ですが、期末手当や通勤手当な

どを支給している市はほとんどないという現状でありまして、筑紫地区においても支給をして

いないという状況にあります。このようなことから、本市におきましても周辺自治体との均衡

も考慮し、支給していないところでございます。今後、県内自治体の状況を注視するととも

に、法に準じて制度整備を検討していく必要があるということは感じております。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） わかりました。正職よりは若干少ないけれども250名近い非正規の職

員の方がいらっしゃるということで、この非正規の方、特に嘱託にちょっと絞って言います

と、週５日ですね。勤務されている方がいらっしゃって、その方々の報酬というか、給料なん

ですけれども、これは自治体によって違うというふうに聞いておりますが、それは事実でしょ

うか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 今、お尋ねのとおりだということです。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） それでは、この給料なんですが、私はこれは聞いた話なんですけれど

も、もちろん職種によっては違うかもしれませんが、全般的にこの４市１町、４市でいいです

けども、の中で太宰府市はその給与の面では若干低いというふうに聞いておりますが、それは

どうでしょうか、ご見解は。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 職種によって違うというのは事実でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） そのとおり職種によって違うというのは私も今申し上げたとおりなん

ですけども、全般的にですね、若干低いというふうに私は人づてには聞いているところなんで

すが、その職種によって当然違うんですが、大体皆さんの給料を見ているとですね、ここのと

ころやはり値下げを若干されているような感じもしますし、平均的に見ると週５日働いてです

ね、手取りとしては10万円ちょっと超すぐらい、十一、二万円、十二、三万円ぐらいになって

いる方が非常に多いんじゃないかなというふうに私は考えております。先ほど申し上げました

ように今回労働契約法がですね、改正をされました。その法の趣旨によってですね、結局非正

規労働の方も正規労働の方も少なくとも給与の面で差があるわけですから、言ったように諸条

件について諸手当についてはできるだけ同じようにしなさいというふうなことがこの法の中に

書いてあるわけですよね。実際に、それの中で一番問題になってくるのがその通勤手当の部分

なんですけれども、当市では通勤手当は支払われていませんよね。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 通勤手当につきまして、嘱託職員、臨時職員には支給いたしておりませ

ん。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） ですから、嘱託の方もですね、やはり週５日、もしフルタイムで働い

ている方にとってみればですね、先ほど申し上げたように私のベースの考え方としては同一労

働、同一賃金という考え方をしているんですが、しかしもう給料の面で既に差が出ているわけ
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で、少なくとも手当、通勤手当とかはですね、今後前向きに考えていただきたいというふうに

思っているんですが、いかがでしょう。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 先ほども申しましたように通勤手当に限って言えば近隣市町支給されて

いない状況がございます。嘱託職員ということでございますけども、臨時職員を採用する場合

に当たりましてはですね、地域の太宰府市内の雇用創出ということの視点も少し持っておりま

す。それで、自転車通勤とかですね、自動車通勤、駐車場等も準備はいたしておりますけど

も、そういう中でですね、特に通勤手当を支給しないと通勤が困難であるというようなことじ

ゃなくて、やはり市内の中で採用するということで条件提示もきちっといたしましてですね、

相手様の方と了解の上でですね、契約させていただいているのが実情でございまして、通勤手

当としては支給していませんが、先ほど渡議員もおっしゃったようにその賃金の中でご判断

をいただきながらですね、応募していただいているという実情ではございます。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） おっしゃるようにですね、この規則があるんですけど嘱託の定義とし

ては特殊な資格、技術及び経験等を必要とする職ですよね。期間を定めて任用される職員の方

を嘱託というふうに言うわけで、今基本的には市内で雇いたいというふうにおっしゃったんで

すが、この規定からするとですね、当然市外からの通勤が必要になる場合も出てくるわけです

よね。しかし、その市外から通勤する人にだけ通勤手当を支給するというわけにはなかなかい

かないと思いますし、先ほど申し上げたように改正された労働法ではですね、やはりその正職

員の方と労働法の中ではこの通勤手当とか、あとその食堂の利用とかですね、そういったこと

が具体的には書かれていますが、それはもう平等にしなさいよと法律の中では言ってあるわけ

ですよね。ですから、これから民間にも広がっていくわけですけど、自治体というのはある程

度模範としてですね、そういった先鞭をつけるべきじゃないかなと思うんですけど、今の考え

方として少なくとも今後通勤手当については前向きに考えていこうという思いはおありになり

ますか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 今申されましたように特に専門的な方については嘱託という形で採用さ

せていただいているのが現状でございますけども、行政サービスというのは近年かなり多様化

したりですね、高度化してきております。それで、それに対応するための事務の種類や性質に

応じてですね、正規の職員で定員管理を行ったり、あるいは臨時、非常勤職員、あるいは今回

採用、調理に採用しました任期つき職員と、そういうような多様な任用形態、あるいは勤務形

態を活用させていただきながらですね、先ほど申しました行政ニーズに対応させていただいて

いるところです。ただ、一番最初の答弁で申しましたようにそういういろんな法的な整備、あ

るいは社会情勢の変化等も注視しながらですね、その辺は判断をしていく必要があると思って
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おりますけども、現時点においては通勤手当を支給するというところの具体的な検討はいたし

ておりません。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） まだ具体的な検討をされていないんでしたら、ぜひ具体的な検討を始

めていただきたいというふうに思いますが、この法律の中でですね、主眼があるわけなんです

けども、執行部の皆さんは既にご存じかと思うんですが、これは雇いどめをなくしなさいとい

うことがやっぱりこの法律法改正の主眼の一つなんですけれども、しかしこの法律はやっぱり

どうしても網から漏れるところがあって、使用者側、つまり今回私が申し上げているのはこの

市役所側の対応でですね、懸念される場合、対応の仕方としてはですね、無期契約社員、要す

るに今回の法の趣旨は５年間勤めた人はもう無期契約社員にしなさいよという法律の内容にな

っているわけですよね。だけど、今のこの規則の中では５年を限度にするというふうに書かれ

ているわけです。ということは、５年間勤めた人はですね、限度まで勤めた人はそのまま無期

契約にすることができるわけですよね、法的には。できるようになるわけです、これからです

けども。そうすると、それをさせないために３年で雇いどめをするとか、４年で雇いどめをす

るとか、そういった企業が出てくるんじゃないかということが懸念されるわけですよね。私と

してはやはりさっき申し上げたようにですね、有期契約で１年ごとに更新をしていくというの

は身分上非常に不安定で、その労働者の立場からすると大変に将来設計がやりづらい働き方だ

と思っています。さっきから申し上げておりますようにやっぱり自治体は民間企業の先鞭をつ

けて、率先になるような態度をとらなくてはならないというふうに考えております。 

 それで、この規則ですね。これの改正ですね。この５年を限度とするというふうに今書かれ

ているわけですから、本当に５年間きっちり働けたらそのまま無期雇用になれるわけですか

ら、じゃあその中で執行部の中でですね、この規則の内容についてこのままでいいのかどうか

とか、どういうふうに改正したらいいのかとか、そういった検討は今までされたことはありま

すか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） まず、今回改正されました労働契約法の関係でございますけども、地方

公務員法に基づいては適用除外という形になっておりますと思います。今本年４月からこの民

間におけるその労働契約法が改正されまして施行されるということになります。現時点では先

ほど申しましたように直接この法が及ぶわけではございませんので、具体的な検討ということ

はやっておりませんけども、先ほど答弁をいたしましたようにそういう法の改正の趣旨とかで

すね、そういうものを照らし合わせながら、また地方公務員法も変わりまして、例えば任期つ

き職員の雇用とか、そういうものがありますので、総合的にそういう法規範にのっとったです

ね、制度をしていくことは当然必要であろうと思っておりますけども、今後そういうことを調

査してまいりたいとは思っております。 
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 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） やはり先ほど申し上げましたその法の趣旨ですね。立法の趣旨という

のがありますので、ぜひこれは執行部の中で趣旨をちゃんと踏まえた上で実際にこの規則の見

直し等も含めてこれから前向きに検討していただきたいと思います。これはどういうふうに改

正されたかとかですね、規則が変わった場合とかはぜひ議会のほうにはお知らせをいただきた

いというふうに思います。この点はじゃあ要望して、１件目は終わります。 

○議長（橋本 健議員） ２件目に入ります。 

 回答お願いします。 

 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 質問が私のほうに集中しておりまして原稿をですね、手元に置くのを、

それでは次の２件目について、市庁舎の省エネルギー対策についてご回答いたします。 

 まず、１項目めのＰＰＳの採用はどのように検討されたのかでございますけれども、平成

23年12月、市議会第４回定例会におきまして先ほど申されましたように渡議員からこのＰＰ

Ｓの採用に関する一般質問をいただいておりました。このＰＰＳとは特定規模電気事業者とい

うことでございますけども、これまで電力の小売自由化に関しましては電気事業法による参入

規制によって地域の電力会社に小売供給の地域独占が認められていましたけれども、規制緩和

によりまして現在では新規参入した電気事業者から電力を購入することができるようになって

おります。 

 今回、ご質問のＰＰＳ採用に関するその後の経過でありますけれども、平成24年度になりま

して近隣の筑紫野市、大野城市、春日市、福岡市、それから北九州市、久留米市、大牟田市な

ど７市と、それから九州国立博物館に対しましてＰＰＳ電力の活用に関するアンケート調査を

させていただいております。この調査の中でＰＰＳ電力を採用している市は、福岡市、北九州

市、久留米市、大牟田市の４市でございました。その内訳としまして、九州電力以外の特定規

模電気事業者から電力供給を行っている市は北九州市と久留米市の２市ということでございま

した。 

 特定規模電気事業者による電力供給の効用でございますけれども、電気料金のメリットとし

ては深夜電力を用いている施設において、例えば蓄熱空調施設を夜間電力で行うなどの施設に

ついては、この特定規模電気事業者からの余剰電力を利用するメリットとなりますけれども、

それらの機械や施設等がない場合は余りメリットが生じないということでございます。 

 ただ、夜間蓄熱を実施した場合には、確かに電気料金は安くはなりますけれども、反対にラ

ンニングコストといたしまして夜間蓄熱に伴います、その作業を行う際の蓄熱要員の人件費、

あるいは蓄熱槽に係る定期点検、また維持工事費用等が発生をいたしてまいります。このよう

なランニングコスト削減を目的に本市の調整につきましては従来夜間電力を利用できる蓄熱方

式の空調設備を使用しておりましたけども、先ほど申しました理由によりまして平成24年度中
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にこの蓄熱施設を改修工事を行いまして、現在では夜間は非蓄熱方式の空調設備として変更い

たしております。 

 ＰＰＳのデメリットといたしましては、近隣市のアンケート調査にありましたけれども、特

定規模電気事業者からの電力供給が継続的並びに安定した電力供給に不安があるということ、

さらに入札の際に特定規模電気事業者からの応札がなかったというような状況もあるというこ

とでございました。 

 このようなアンケート調査内容並びに空調設備の変更などを考慮した結果、平成25年度につ

きましてはＰＰＳの採用には至っていないのが現状でございます。 

 次に、２項目めの効率的エネルギー制御システムの導入についてでございます。 

 広く発電から電力消費までエネルギーの供給と需要状況をモニタリングし、それを管理端末

で適切に制御しているシステムだと伺っております。庁舎では、建物内の情報をセンサーで収

集し、適切な電力消費になるようなシステムとも聞き及んでおります。 

 全国的にも横浜市が先進的な運用を行っておるということでございます。さらに、この横浜

市の取り組みを参考とされながら、一部の市では導入に向けて検討がなされていると聞き及ん

でおります。この効率的エネルギー制御システムを導入する準備段階といたしまして、庁舎に

おける電気系統器具、それから施設など、例えばあのＬＥＤ照明器具への切りかえ、あるいは

空調施設の改修工事等を完了した後にこの効率的エネルギー制御システムが大きな役割を持つ

ものとは思われます。 

 このようなことから、効率的エネルギー制御システム導入につきましては、省エネルギー機

能を持った電気設備等の改修工事を行い、これらが整った段階でシステム導入の判断をするの

が好ましいと現在考えているところでございます。 

 本市の庁舎におきましては、段階的に空調施設の改修やＬＥＤ照明への変更、さらには人感

センサーの設置など、順次行っておりますので、これらの条件がそろった段階での検討及び判

断を先ほど申しましたように行ってまいりたいと思っております。 

 このような渡議員からの貴重な提言につきまして、引き続き前任の総務部長と変わらず調

査研究をさせていただきまして、前向きに電力供給の状況や近隣市の状況を把握しながら対費

用効果などを勘案しながら私も省エネルギー対策に積極的に取り組んでまいりたいと思ってお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） ＰＰＳの問題で１点だけ再質問しますが、ある大きな施設でですね、

それまではもちろん九電さんだけだったんですが、要するに入札をされたわけですよね。さっ

きおっしゃったように応札されるところが九電以外になかったという施設がありました。しか

しながら、その入札をすることによって同じ九電が値段を下げてきたという実例はあるそうで

す。したがって、その応札するところがないから最初から入札をしないのか、あるいはとりあ

えずやってみるのかというのは一度検討の余地があると私は思いますので、これは少し頭の隅
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に置いておいていただければというふうに思います。 

 それとですね、今おっしゃった部分なんですけども、まずですね、そのＬＥＤの転換とか、

空調改修をした後というふうに今部長が答弁をされたんですが、これは改修をした後に採用を

するとですね、その後に採用するよりもですね、その前にある程度検討段階に入って実際にデ

ータを集めてみないとどれぐらいそのランニングコストが削減できるのかとか、そういったの

がわからないんですね。改修工事の仕方自体が変わってくる可能性があるので、これはその改

修前にぜひやらなければ、もし導入するんだったらですね、やらなければならないことなんで

すけれども、例えばですね、今市庁舎の中で市の中でパソコンにいろんなプログラムを導入さ

れますよね。導入されちゃったら、もうそこのメーカーがこういうふうに次は変えてくださ

い、こういうふうに更新してくださいと言ったらもう言いなりになってしまう。それにどんな

にお金がかかったとしても、もう市のほうとしてはなかなかそれに抵抗しづらいような現状が

あるというふうに以前そういった議論があったんですけれども、実際この空調もそうなんです

が、ここではすごくきき過ぎていたり、ここではすごく暑かったり、同じ冷房でもですね。同

じ庁舎の中なのにそういう差ができてきているんですよね。でも、じゃあどこできき過ぎてい

るのか、どこが暑いのかとかという調査というのはやはり市の中ではやりづらいと思うんです

よ。したがって、先にこういうＡＩを使ってですね、人工知能を使って本当に空調だけじゃな

い、照明も全部ですけども、そのできるのかということで検討する余地はあると思うんです。

その件については前向きには考えておられるんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） まず、現状を少しお話をさせていただきたいと思います。先ほどから申

していますように前任の総務部長積極的にこれ取り組みました。現在の担当係長もこれに積極

的に取り組んでおります。電気の使用料の関係ですけれども、私どものこの本庁舎の機能的な

施設設備からいくとですね、料金のシステムが幾つかあるんですけれども、私どもが契約して

おります負荷率別契約というのがございます。負荷、負荷率別契約。その最大負荷率に伴いま

して電気料が決まっていくと、年間のですね。そういうことでやっておりますが、この庁舎で

あれば先ほど申されましたように九電も含んで幾つかのコンサルタントさんが少しし直したい

と、提案したいからということでお話があっですね、私どものほうの庁舎が月額平均140万円

ぐらい、平均120万円から140万円ですよという、えというようなお話です。大体この庁舎だっ

たら200万円ぐらい行くんじゃないですかと。だから、私も担当になりましてですね、この渡

議員の質問もありましていろいろ担当に聞きましたらですね、例え話をしては何ですけれど

も、例えばそのホウレンソウのお浸し、これゆでますね。お湯が電気代とするとずっと絞って

いきますよね。絞っていって最後の一絞りの手前でやめないとですね、それ以上絞るともうぼ

そぼそになっておいしくないお浸しになりますよね。そこのあと一滴がですね、絞れるか絞れ

ないかのところまで今現状来ているんだろうと思っています。それで、先ほどのＰＰＳも含ん

でですね、そういうシステムをいろいろとシステムのまたハード面からソフト面まで設備も要
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ります。そういうことで、電気料等を見ながらですね、先ほど言いましたそのＬＥＤとか人感

センサーとか、常時電気が要らないところはしていますし、それから空調の関係も今ずっと工

事をやっていますけれども、例えば４階の会議室とか常時空調が要らないところについては部

分空調をしようとか、そういうことも検討しながらやっておりますし、ＬＥＤもですね、事務

室については大体平成27年度までに完了するんではないかなと思っております。それから、も

うトイレはもう人感センサーになっているのはご存じですよね。そういうことでやっておりま

すし、具体的に大野城市、筑紫野市との電気料を比べてもですね、うちが一番安いです。そう

いう状況でもございますので、渡議員のいろんな新しい情報の提供がございますので、職員

もですね、そういう情報を伺いながら積極的な節電に努めてまいりたいと思っておりますの

で、もうしばらく状況を見ていただきたいとは思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） それでは、最後にもう一つ、情報提供をしたいと思うんですが、実は

ですね、一般社団法人の環境共創イニシアチブというところがありまして、ここがですね、今

申し上げたエネルギー管理システム導入推進事業、これに対しての補助金を出しております。

それがですね、大体２分の１、もちろん上限はありますけども２分の１、３分の１という補助

が受けられるようになっているんですが、この補助金制度が来年の２月で切れてしまうんです

ね。終わってしまいます。その２月までに導入をしなさいということではなくて、確定検査を

行っていればいざというとき、導入するときにその補助が受けられますよというそういう制度

になっております。したがって、余り後ろがないのでですね、もしよろしければこの補助金等

を利用した形での導入もご検討をいただきたいと思います。これは要望をしておきたいと思い

ます。 

 以上で２件目は終わります。 

○議長（橋本 健議員） ３件目の回答をお願いします。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） ３件目の非婚母子世帯についてお答えいたします。 

 まず、１項目めの非婚母子世帯の実態についてでございますけども、現在本市におきまして

は児童扶養手当を受給されている母子世帯は本年５月末現在で495世帯でございまして、その

うち未婚の母子世帯は30世帯でございます。 

 次に、２項目めの市のサービスにおける控除などについてでございますけども、保育所保育

料につきましては当該世帯の前年分の所得税額及び前年度分の市県民税の課税、非課税の別に

よって決定をすることになっております。保育料の算定につきましては、国の基準に基づき算

定しておりますことから、ご質問の非婚母子世帯に寡婦控除のみなし適用は実施しておりませ

ん。ただし、所得税非課税世帯階層におけます母子世帯としての適用につきましては非婚母子

世帯も対象としております。 
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 市営住宅の家賃につきましては、国の公営住宅法に基づき算定することとしており、その際

に提出されます源泉徴収票等の前年の所得を証明した書面を基本とし、家賃を決定していると

ころでございます。寡婦控除につきましては、控除の対象となりますが、ご質問の非婚母子世

帯につきましては所得税法の控除の対象となっておりません。家賃の算定は国の基準に基づき

算定しておりますことから、ご質問の非婚母子世帯に寡婦控除のみなし適用は現時点では難し

いと考えております。なお、非婚母子世帯に対する市営住宅への優先的な入居につきましても

現時点では実施いたしておりません。 

 そのほか、児童扶養手当及びひとり親医療の所得制限額並びに国民健康保険税の算定につき

ましては、所得額と扶養人数で決定することになっておりますので、寡婦控除が影響すること

はありません。なお、児童扶養手当及びひとり親医療につきましては、非婚母子世帯も支給の

対象となっております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 所得税法上の寡婦世帯というのは27万円が所得から控除されるように

なっていますし、特定寡婦の場合は35万円の控除が認められています。今、おっしゃったよう

に現在太宰府市ではこの非婚母子世帯にはこういった控除は実施をされていないということで

すよね。ということは、したがってその所得税とか住民税は全く一般世帯と同じように課せら

れているということになるわけですよね。保育料についても現在はそういった控除はないとい

うふうに、ちょっと私が聞き漏らしたかもしれませんが、再度ご回答をお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 保育料の算定につきましては、まず所得税がかかっているか、住民

税がかかっているかということになりますので、その時点では確かに寡婦控除がないかあるか

によって差が出てくる方はいらっしゃると思いますけども、その次の階層としまして母子世帯

という階層があるんですけども、そのときには非婚母子家庭の方もですね、母子世帯としてみ

なしているという状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 保育料については２段構えである程度救えることがあるかもしれない

ということですが、先ほど申し上げたように所得税とか住民税についてはそういったものがな

いという話になってきますね。今、先ほど伺いましたら、その未婚の母子世帯は30世帯あると

いうことだったんですが、これまですね、これ健康福祉だけじゃないかもしれませんけども、

税法の問題とか、あるいは子育ての問題とかで、そういった未婚の母子家庭から相談とかです

ね、お願いとかあったことは経緯はありますか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 今回ご質問いただいて庁内、関係があると思われるところにです

ね、確認をさせていただきました。その結果ですね、この非婚母子世帯に対するみなし適用と
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か、そういうご相談はあってない状況でございます。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） 済いません。最後に、市長のちょっとご見解をお伺いしたいんですけ

れども、現在このみなし寡婦控除を実施している自治体は宜野湾市、朝霞市など９つの自治体

があります。結婚をせずに出産した理由は人それぞれなんですけれども、中には妊娠後です

ね、結婚前に相手が死亡するなど、不幸な事例もあります。そこで、市長にお伺いしたいのは

ですね、本市の非婚母子世帯の数、今お伺いしましたら30世帯ということなんですけれども、

この数から考えても大きな予算を伴うようなことではないというふうに私は思います。こうい

ったその非婚母子世帯の方のですね、経済負担を少しでも軽減するためにぜひ本市においても

このみなし寡婦控除について前向きに検討していただきたいと思うんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 制度の問題であるわけですから、所得税にしても市県民税にしても地方税

法、まずいろんな面があると思います。文化面、家制度から家族制度、民法の問題から大きく

言えば影響してくる部分もあるだろうというふうに思います。どう見るかというふうなこと、

今の制度そのものをどう見るかと、その中でそういった状況の方が事実としておられると。そ

のことを救済していくためにはどうしたらいいかというふうなこと、国のレベル、県のレベル

の中においても当然議論がされるだろうというふうに思います。そういったものも注視しなが

ら、そして市独自としてやらなきゃいけない部分が来れば、その時点で判断をしていきたいと

いうふうに思います。基本的にいろんな形態が今社会の中に結婚をする人、意思があって結婚

しない人、結婚意思がなくて今のような非婚世帯というふうな形も出てくるでしょう。今まで

の既成概念から見て、その枠から外れるというふうな概念の中でのそういった底辺におられる

方、これも社会構成の一員であるわけですから、そういった状況等をどう見るかというふうな

ことについて国の改正、あるいは必要によっては要望も行っていくというふうな形の中で対応

していきたいというふうに思います。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） これはもう最後要望になりますけども、先ほど申し上げたように９つ

の自治体ではですね、既にみなし控除という、寡婦みなし控除を開始しておられまして、本市

にもそういった世帯数としては30世帯でわずかなのかもしれませんが、やはり母子世帯で一生

懸命努力して生活をされておられる方がいらっしゃることはもう事実でございますので、ぜひ

今までこういった方々になかなか光が当たらなかった、皆さんがご存じなかったということも

あるかと思いますので、ぜひ今後ですね、この件についても前向きにご検討いただきたいとい

うことを要望いたしまして、私の質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） 先ほど健康福祉部長のほうからご回答させていただいた部分で未婚
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母子の世帯数が30世帯というふうに申し上げました。これはあくまで児童扶養手当を受給して

いる母子世帯の中の内訳としての数でございます。したがいまして、非婚母子世帯イコールと

いうことではございませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員。 

○１１番（渡美穂議員） それは理解いたしました。 

 では、以上をもちまして私の一般質問を終わります。 

○議長（橋本 健議員） 11番渡美穂議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時25分まで休憩します。 

              休憩 午後２時10分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後２時25分 

○議長（橋本 健議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 13番小栁道枝議員の一般質問を許可します。 

              〔13番 小栁道枝議員 登壇〕 

○１３番（小栁道枝議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い

まして２件お尋ねたします。 

 まず１件目は、国道・県道・市道の安全対策と管理体制についてお伺いいたします。 

 １項目めは、現在市内には東西南北に国道、県道、市道と幹線道路が整備されております。

さらに、九州自動車道の太宰府インターチェンジがあり、筑紫野インターチェンジも近いこと

から、車を利用する市民や観光客などにとっては大変に利便性が高い道路整備が進められてお

ると思いますが、一方、歩行者や自転車の利用者の目線で見ますと必ずしも安全で安心して通

行できる環境が整備されているとは思えない場所もあるようです。 

 通称５号線と言われている、県道31号線、福岡・筑紫野線の太宰府歴史スポーツ公園付近か

ら吉松信号機の間の歩道の横、吉松四丁目と歴史スポーツ公園の弓道場の間に小さな池があり

ます。この場所は樹木が歩道にはみ出し、街路灯にも覆いかぶさり、夜になると暗く通行の妨

げにもなっているようです。雨天時には、自転車で通行なさっている学生にとってはとても危

険であり、事故にもつながりかねない危険な場所であると思われます。また、この池は水面ま

で樹木が入り込み、水面には落ち葉がたまっており、一見池であることを見落としてしまうよ

うな小さな池で、柵や不法投棄対策の看板が設置されておりますが、もう少し見通しよく樹木

を剪定するなど、安全面からも早急な整備や管理が必要であると考えますが、市の見解をお伺

いいたします。 

 ２項目め、国道３号線下り線君畑交差点そばの擁壁に描かれている壁画についてお伺いいた

します。 

 この君畑交差点は、観光地太宰府の入り口として日常的に観光バスや車両の往来も大変に多

い箇所であります。また、信号が変わるまでの間、とまっている観光バスや自家用車から見渡
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せる場所にありながら、擁壁に描かれている壁画は排気ガスやほこりのせいなのか、大変汚れ

ております。景観的に決してよいとは思えません。太宰府の玄関口とも言える場所です。その

手入れなど管理体制などどのようになっているのでしょうか、お伺いいたします。 

 ２件目の交番新設誘致についてお伺いいたします。 

 昨年、このことについてお尋ねいたしましたが、その際に筑紫野警察署と協議を進めていく

とのご回答をいただいておりますので、その後の協議内容、進捗状況、今後の見通しなどをお

聞かせください。 

 以上、ご答弁は件名にてお願いいたします。 

 再質問は発言席にて行わせてもらいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） １件目の国道・県道・市道の安全対策と管理体制についてご回答いたし

ます。 

 まず、１項目めの県道31号線の歩道の街灯整備や樹木の剪定、弓道場横の池の管理体制につ

きまして、ご質問の箇所は歴史スポーツ公園と芳池周囲の樹木のことでございますが、公園管

理棟の入り口の西側の緑地帯と池につきましては、自然林ということで人がむやみに立ち入ら

ないような部分的にしか剪定の管理を行っておりませんでした。 

 しかし、ご指摘のように樹木が成長し、繁茂して池の存在がわからないくらいに水面に木が

覆いかぶさってきています。このため、歩道部については樹木の剪定をして、歩行者が安全に

通行できるようにしたいと考えております。全体的に強めの剪定を行い、池全体を明るくして

見通しがきくようにしたいと考えております。 

 また、その上で、歩道がまだ暗いようでしたら、道路管理者である那珂県土整備事務所に街

路灯の増設を要望していきたいと考えております。 

 次に、２項目めの国道３号線君畑交差点下りの擁壁につきましては、昭和63年に梅の花をデ

ザインした壁画の施工がなされました。これは、この交差点が太宰府への玄関口であることか

ら、国土交通省、旧建設省が施工したものであります。 

 ご存じのように君畑交差点は交通量も多く、車両の排気ガスにより擁壁の汚れや経年劣化に

よりデザインされた梅の花もくすんできているのが現状でございます。この擁壁については管

理者である国土交通省と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 今、ご答弁もいただきました。池の名前もわからなかったんですよ

ね。ただ通りすがりに通ったときにここはちょっと怖いなと、カーブいたしておりましてです

ね、それでその後に夜間と昼間と少し歩いてみました。そうすると、そこに池があったという

のが一般的に私青山のほうに住んでおりますもので西校区のほうは疎かったんだと思います
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が、でもそこを二、三日通ってみますと、どうしてもですね、その池の中が物すごく濁ってい

るというのか、まだよどんでいるという感じなんですよ。先ほどのご答弁でここは自然林であ

るから剪定をするなどしてもう少し明るくしてくださるということなんですが、この芳池とい

うのは今どういうふうに活用されているんですか。それとも、これは市の管理なのか、どうな

のか、よくわかりませんので、その辺もあわせてお聞かせください。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） この池の芳池につきましては所有は太宰府市でございまして、水の管理

につきましては吉松の水利組合で行っておることになっております。ただし、今はこの池につ

きましてはですね、この池を使った耕作者はいないというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） そういたしますと、市が管理なさっているということと、今その池は

全然使っていないということですが、この池は何か手入れするといってもどのようにするのか

ちょっとわかりませんけれども、危険箇所にもまだ載ってないんじゃないでしょうか。一見で

すね、全然本当見落とすようなところなんですよね。それで見ますと高校生は通っている、地

域のご年配の方がお買い物帰りに通ったりですね、さまざま子どもたちも通っているんじゃな

いかなと思うんですが、その辺もその管理ってどのような管理を市がなさっていただけますで

しょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 議員さんからのこういう一般質問が出た後ですね、私も現場に夜もちょ

っと行ってみました。確かに暗くてですね、街灯がちょうど電柱が40ｍ置きぐらいにあるんで

すけども、ちょうどその真ん中ぐらいにこの池がございましてですね、ちょうどそこが街灯が

ないというような状況で、私も確かに暗いな、怖いなという思いはしております。それで、先

ほど言いましたように思い切り剪定をしてですね、どのくらいの明るさになるかとかですね、

確認をしたいと。県のほうにも要望したいと思っています。ただし、水のほうがですね、長年

あのままの状態だったみたいなんですね。それで、これにつきましては吉松の水利組合とも、

今後協議して１回池を干してやるものか、その辺も含めてですね、これから協議をしていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 吉松の水利組合さんともよくご相談なさって、本当にちょっとした水

たまりというしか感覚なかったもんですから、もし子どもさんたちが何らかのことですね、も

う落ち込んだりとかするようなことはないとは思いますけども、また防御柵もちゃんとありま

すし、また看板も設置をもうちょっと新しく看板を建てかえたらいかがかなと一つ思いまし

た。危ないという看板の設置だけはちょっと目につきましたけど、子どもの目線では見えない
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位置の高い位置の看板でございました。不法投棄はちゃんとその柵のほうにありました。 

 それと同時にですね、その弓道場に入るところの入り口の右のほうがソテツがですね、すご

く何か元気よくはびこっておりました。だから、それと連動するような形の横の池だと思いま

すので、あわせてその辺も剪定できますでしょうか。弓道場も使っている方も結構多いようで

ございますので、あわせましてですね、安全管理、要するに危険の伴わないような人が見てわ

かるようなそういう対策をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 弓道場の入り口あたりからですね、もう本当生い茂っている状況でござ

いますので、その辺は私のほうも確認しております。今後、そういう思い切った剪定をです

ね、やりたいと。そして、管理をしていきたいというふうに考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） じゃあ、その芳池及び、またその付近の剪定、そして見通しが明るく

なって、そしてまた街灯につきましてもですね、昔の古い街灯のような気がいたしました。で

すので、また新しく街灯を設置されるなりですね、協議をなさってやってもらいたいと思いま

す。今、梅雨の時期ですので、国道３号線とか、そこの政庁前あたりはきれいに散髪が剪定が

されておりますけれども、こちらのほうが５号線ですか、旧道ね。５号線のほうがまだされて

おりませんので、どうぞその辺も市内で全域のですね、やっぱりチェックを入れてもらいたい

と思います。子どもたちの安全のため、そしてまた高齢者も大分住んでいらっしゃるようでご

ざいますので、その辺が安心して通れるように、この池、そしてまた弓道場付近のですね、整

備につきましては本当によろしくお願いします。次の点に移りたいと思いますので、もう安心

しておりますので、一日も早い手入れをお願いいたします。 

 じゃあ、３号線のほうお願いします。 

 いいですか。じゃあ、続けていってよろしいでしょうか。済いません。 

 それではですね、３号線の君畑付近のその交差点の件なんですが、私過去にも２回ほど安全

面の観点からですね、街灯もなかった時代がありましたですよね。それが長いこと２回、３回

ほどお尋ねした結果、最近おかげさまをもちまして３基の街灯がついたということで歩行者も

大変に安心されているようです。そしてまた、甘木線、福岡・甘木線のバスを活用なさってい

る方たちがですね、とても喜んでおりました。明るくなりましたとそういう声を聞いている中

でちょっと気になりましたもので、この擁壁についてお尋ねしているところですが、これ国土

交通省というご答弁でございましたけれども、手入れはもう太宰府市としては全然手が出せな

いんでしょうか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） まずですね、これらの持ち物が国土交通省ということでございますの

で、その辺を国土交通省のほうも管理体制とかいろいろあると思うんですよね。見回りもあっ
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ているんですけども、最初はこういう状況ですよという話にですね、お伺いしたいというふう

に思っております。その中で、うちのほうとしてはやっぱり国土交通省のほうで、そういう管

理をしていただいて、清掃関係もお願いしたいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 例えばですよ、これ国土交通省にお願いして、即できるものではない

と思うんですが、大体時間的にどれぐらいかかると思われますか。早急にとおっしゃいますけ

ど、この早急が１年なのか、半年なのか、１カ月で終わるのか、どの辺を考えていらっしゃい

ますか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） これは板付に出張所がございまして、そちらの管理になると思いますの

で、今この場でですね、１カ月で大丈夫ですよとか、なかなか言えませんもんですから、なる

べく早く強くお願いするということでですね、ご了解いただきたいと思いますが。時期的なも

のがはっきりしましたら、また何かの場でですね、議員協議会とか、そういう場でまたお知ら

せをしたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） やっぱり国の管轄とか、県の管轄になりますとね、そことの協議が大

変だということは十二分に承知いたしておりますが、何と言ったって太宰府700万人から太宰

府に観光客もお見えになります。通勤通学の人たちがいつも通っている場所なんですよ。もう

ついでに、あわせてあと２基ぐらいの街灯を増やしてもらう要望と、そして一日も早く美しく

なって、みんながですね、太宰府はやっぱり美しいな、梅の木、梅があそこにあるなというふ

うに思えるような、そういうふうなまちづくりの一環として観光地の目玉でございますので、

どうぞ入り口を玄関を大事になさって、出口も大変ですけど、もう一カ所何かそういうところ

がありますけれども、あわせてそちらのほうも、湯の谷ですかね、あちらのほうもお願いでき

るんでしょうか。あちらはどこの管轄ですか。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今最初に街灯のお話がございましたけども、街灯につきましてもあと一

基ぐらいというお話でございます。現地を見ましたけども、あと一基ぐらいつくれるような状

況じゃないかなという、私個人は思っておりますので、その辺も含めて国土交通省とは協議を

したいと思っております。 

 それと、小栁議員からこの壁画の話がございましたときに県道の筑紫野・太宰府線、北湯の

谷谷団地でございます。もとの歴史資料館に行く道でございますが、あの湯の谷団地のほうに

もですね、同じようにあれは県のほうで施工した壁画がございます。それにつきましてもです

ね、今回私のほうも調査させていただきました。非常にやっぱり経年劣化で汚れておりますの
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で、これにつきましても県のほうに清掃関係を要望していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） どうぞ前向きに、そしてまたいいご答弁だったと思いますので、大い

に期待をいたしておりますので、どうぞ一日も早くきれいになって、そしてまた太宰府が明る

くなることを願っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 じゃ、次の交番新設誘致についてお願いいたします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目に入ります。 

 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） 次に、２件目の交番の新設、誘致についてご回答申し上げます。 

 本年４月の福岡県警の人事異動に伴いまして、筑紫野警察署の担当管理官及び課長がかわら

れておりますので、５月２日に生活安全管理官及び生活安全課長に昨年９月議会での一般質問

等々も含めて現在までの経緯と太宰府市の要望内容につきまして、改めて協議を行っておりま

す。 

 交番の新設につきましては、現在福岡県内の交番数は222カ所、駐在所数は107カ所あるとい

うことで、平成15年の交番統廃合以降、福岡県下における交番の新設はないとのことでござい

ます。 

 交番を新設する場合においては、その理由と必要性をいろんな関係の疎明資料等で明らかに

しながら土地の購入費用、あるいは建築費用及び人件費等の予算確保を行わなければならない

けども、現状ではなかなか困難であるということで、特段の理由が必要であるということ、そ

れから犯罪の増加に対する治安の悪化については警ら活動の強化を実施し、それでも改善され

ない場合については配置定員の調整で今のところ対応しているということの内容の報告を受け

ております。 

 この件につきましては、今後も事あるごとにですね、先ほど申しましたように引き続き協議

を行ってまいりたいと思います。 

 なお、この協議の中においてですね、西鉄五条駅のロータリー内にパトカーと、ロータリー

とちょっと外れたところですけどパトカーというような路面標示をした駐車枠をですね、パト

カーの駐車枠を設置しておりますが、管轄の太宰府交番、それから自動車警ら係に対し西鉄五

条駅での乗降者が増加する時間帯の立ち寄りや駐留警戒を実施し、さらに強化していくとご回

答もいただいているところでございますので、あわせて報告いたします。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） この交番の件に関しましては昨年もお尋ねしたんですが、なぜまた今

年、今回この早々にさせてもらったかと申しますのは、実はですね、４月には大体どこの自治
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会でも総会があると思います。そうしますと、その中でですね、組長さん、新しい組長さんた

ちが意見交換会をする中で東ヶ丘の総会の中で西鉄五条駅にどうして交番ができないのかとそ

ういうお話になって、それを自治会の総会の折に話してくださいという何か市民の集まりの中

から出てまいりまして、ある程度は説明いたしました。だけども、市民はどうして交番がない

の、これだけ高齢化迎えているし、留学生もいるし、そしてまたそのお店もだんだんテナント

もなくなってきている状況の中にやっぱりお巡りさん、交番というのは派出所というのは必要

なんだよと、そういう声が物すごくありますということを受けまして、今回また再度お尋ねす

るところでございますが、何か市民でですね、誘致に対してはちょっと困難であるとか、ちょ

っといろいろ今のご答弁はあったんですけれども、市民は今、前も申し上げましたけれども、

３万人時代の町の時代にできた交番と、今７万人を超している今現状でまだ２カ所というのも

西鉄五条駅もそうですけれども、西校区のほうの人口増というのは目覚ましいもんがあると思

うんですよ。この子どもの数でもここ３年間ほどで100名を超すぐらいの児童が増えている

し、家も建っています。まして言いますと、西校区のほうでいけば、もう高齢化率が37％とか

47％と、それだけやっぱりお巡りさんを頼りにしている人たちもいると思います。その反面、

補導連絡協議会や自治の防犯パトロールの方たち、市民の強い協力があって、今何事もなく前

よりは犯罪も大分減っているとは思いますが、安全の面からいってもですね、交番というのは

あと１カ所、２カ所、どうしても必要だと思うんですよ。それに関しまして、市が今一生懸命

取り組んでいただいているのはよく理解できますが、それに関しまして市民とか、いろんな団

体が何か協力できることがありますか。もしありましたら、私どももそういう形でですね、協

力していきたい、誘致に向かっていきたいと思いますが、もしございましたら教えてくださ

い。 

○議長（橋本 健議員） 総務部長。 

○総務部長（三笠哲生） この交番の増設を含んでですね、来年の４月に筑紫野警察署が分解され

て春日市のほうに新しい警察署ができると。これはもう長年の地域の筑紫地区のですね、市民

からの要望、あるいは犯罪状況等も酌んで県のほうで判断されてやられたと思います。ただ、

かなり長い道のりがあったとも私も感じております。現状の交番でいいますと、旧水城村と太

宰府町、１カ所ずつあったというような状況の中でですね、今ご指摘の西地区のほうに新たな

団地造成ができて、新たな需要ができてきているということが一つの要因だろうと思います。

先ほど申しましたように要望しますよというようなお願いをするとですね、先ほどご報告させ

ていただきましたように前平成15年のそういう見直しの中でですね、現状では無理だという回

答しかできないというようなことになりますので、私どもも積極的に協議をしてまいります

し、いろんな関係機関がございます。先ほどご指摘のように警察と一緒になってやるような取

り組みのですね。その中でもそういう交番の必要性を皆さんと一緒に訴えていきながらです

ね、実現できればと思いますけども、先ほど言ったような筑紫野署の分割の中で来年４月にな

ると思いますので、新たな体制の中でですね、また警察のほうもそういう課題を整理されなが
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ら筑紫野警察署管内の新たな管内の市民の安全・安心を守るにはどうしたがいいかというよう

な体制も当然議論していただくものと思っておりますので、市民の皆様と行政と一緒になりな

がらですね、地域安全・安心のまちをつくっていきたいと思っております。そういうことでご

理解いただきたいと思います。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員。 

○１３番（小栁道枝議員） 市のほうも要望とかいろんなさまざまな角度から取り組んでいらっし

ゃるということはよく理解できますので、一日も早い、一日と言いませんけども、とにかく誘

致活動はこのままずっと続けさせていただきたいと思います。そのことが市民が安心で安全で

安心して暮らせるまちづくりでもあると思います。 

 それともう一点が、五条駅前にパトカーがとまるようになっていますけれども、私ずっとあ

の辺いるんですけれどもパトカーのとまったのはほとんど見たことはありません。ただ郵便屋

さんとか、何かいろんな方がとまっているようにあります。タクシーはとまったことはありま

せんけれども、そのように太宰府には前と違いまして７万人という人口も超えておりますの

で、どうぞ庶民の本当に市民の皆さん方と協力し合って一日も早い交番が新しい交番ができる

のを市民は望んでおります。それだけはお伝えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

申し上げまして、終わりたいと思います。本当ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） 13番小栁道枝議員の一般質問は終わりました。 

 次に、17番福廣和美議員の一般質問を許可します。 

              〔17番 福廣和美議員 登壇〕 

○１７番（福廣和美議員） 議長より許可がありましたので質問させていただきます。 

 今回の質問は、件名としては２件であります。１件目は高齢化対策について２項目と、２件

目、交通安全対策について２項目についてお尋ねします。 

 １件目の１項目めは、高齢化に合わせた交通システムについてですが、今現在まほろば号が

ほぼ市内全域を走っており、十数年前に比べると市の努力により大分便利になりました。そこ

で、以前市の中に予約型、登録型のデマンドバス及びデマンドタクシーの紹介をしてまいりま

したが、今現在どのようになっているのか、お答えください。 

 ２項目めは、高齢化社会の中で子どもたちが親元に帰らないため空き家になるケースが増え

てくることが予想されますが、空き地同様、条例を考えてみてはと考えますが、いかがでしょ

うか。 

 ２件目の１項目めは、交差点の信号で歩車分離式信号がありますが、今後太宰府市として多

く設置採用していこうという考えがあるのか、それとも今のところ採用する考えはないのか、

どのような考えなのかについてお聞かせください。 

 ２項目めは、県道の梅大路交差点と西鉄の踏切について、何か対策はないのか。あれば教え

ていただきたいと思います。 

 再質問は発言席にてさせていただきます。 
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○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） １件目の高齢化対策についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの高齢化に合わせた交通システムについてでございます。 

 これまで高齢者の外出支援対策に関して平成21年７月に健康福祉部が事務局となり、関係課

職員を委員としたデマンドタクシー等検討委員会を立ち上げ、デマンドタクシー等の調査研究

を行い、本市にふさわしい福祉対策についてコミュニティバスまほろば号や福祉タクシーとの

関係も考慮しながら15回の会議を重ね、デマンド交通のメリット、デメリットなどを検討して

きました。 

 その後、コミュニティバスまほろば号では、道路幅員等の要因により乗り入れが困難な公共

交通空白地域対策としてデマンド交通も視野に入れ協議を行いましたが、結果的には地域の要

望もあり、平成23年２月から９人乗りワンボックスカーによる湯の谷地域線を、平成24年度に

は地域の方々と検討しながら連歌屋地域線を運行開始したところでございます。 

 しかしながら、自力でバス停まで行けない高齢者や障がい者等にとっては、まほろば号等の

既存の公共交通手段の利用ができないため、近親者の自家用車やドア・ツー・ドアであるタク

シーを利用するしかありませんが、経済的な理由で常時利用することが困難であったり、さら

に身近に近親者がいない場合には外出する機会が減り、自宅にひきこもりがちになったりする

ことも考えられます。 

 したがいまして、今後も交通弱者への外出支援としまして、既存のコミュニティバスまほろ

ば号や、それを補完する各地域線の導入経過を含め、総合的な地域交通体系の見直しや実情に

応じた対策を考えてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） それでは次に、２項目めの空き家、空き地についてご回答申し上げ

ます。 

 空き家の適正管理に関する対策についてですが、平成20年に実施されました住宅・土地統計

調査によりますと、全国の空き家率は13.1％と、過去最高となっており、少子・高齢化に伴

い、今後も増加していくことが考えられます。 

 平成24年度末の本市の高齢化率は23.4％ですが、自治会ごとの高齢化率を見てみますと、昭

和40年代ごろに丘陵地に造成されました団地の自治会が上位を占める結果となっておりまし

て、高齢化を要因の一つとする空き家の増加が予測されるところでございます。 

 空き家の発生に伴いまして、火災や家屋倒壊などの防災上の問題、不法侵入や犯罪の誘発な

どの防犯上の問題、雑草や樹木の繁茂などの近隣環境の問題、景観の悪化など、さまざまな問

題が想起されます。現状では、雑草や樹木伐採の相談は環境課で、それ以外の相談は内容によ

りまして担当課がそれぞれ土地所有者等に連絡をし、適正な管理について指導を行っていると

ころでございます。平成24年度中、環境課への空き家に関する相談ですが、これは14件、この



－93－ 

うち10件が雑草の繁茂に関するもの、２件が樹木伐採に関するもの、その他が２件でございま

した。 

 しかしながら、高齢化やその他の要因とも相まって、空き家の増加は将来的に本市でも起こ

り得る問題と捉え、防災・防犯・環境保全、景観など、さまざまな視点で対策を講じていくべ

き問題であると認識をいたしております。そこで、平成24年度に空き家の適正管理に関する条

例の必要性につきまして関係課による視察や協議を行ってまいりました。その結果、現状では

空き家に関する相談件数は多くはないものの、いずれ問題化するという認識で一致をいたしま

した。必要に応じ協議を行うことを確認したところでございます。 

 今後も、先進市の事例等も参考にしながら、空き家の適正管理に関する条例につきまして関

係課で協議を行い、検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 今、ご回答いただきました１件目のデマンドタクシーの件でございま

すが、ただいまの回答で15回ほど検討委員会開かれて検討したと。その結果、地元の要望でそ

の採用というか、その方向はなかったというお答えでございましたが、もうこれで今後こうい

うデマンド型について検討するもう考えはないというふうに認識してよろしいですか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 地域の中でいろんな交通体系が考えられますけども、その検討委員

会の結論といいますか、最終的にはですね、なかなか結論が出なかったということでございま

すけども、先ほども申し上げましたとおり、今後各地域の交通体系をどうするかというところ

でですね、その一つとしてデマンドタクシーもですね、俎上には上がるというふうには思いま

すけども、具体的にそれが採用されるかどうかというのはこの時点では申し上げることができ

ません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 当然この場所で採用するとかしないとかと言えるものではないと思い

ますが、先ほど15回の中でメリット、デメリットというお話でしたが、今回何でこの質問も何

遍もやる中でするようにしたかといいますと、最近皆さんが乗り入れを決めたところの住民の

方からやっぱりこれじゃだめだという質問を受けたんです。やっぱりデマンド型、その人が言

うには私が考えておったことと同じことをこういうのはどうなんですかと、こう聞かれた。だ

から、僕は思いますけどね、地域型地域型と皆さんいいように言うけども採算性のことを考え

たら無理ですよ。利用率からいったらデマンド型にしたほうが私は利用率は上がると思う。そ

の中で、そこでもう一つ言われたのは、以前問題になりましたけども、市民の方が言ったとお

りに言いますけどね、あの観世のマミーズ・まほろば号はおかしいと。公平感がないと。それ

はそうでしょうね。無料ですからね、今でも。それはマミーズがお金出しているでしょうけ
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ど、マミーズ自体が観世の人たちの利用の利益だけで食べているわけじゃないですから。よそ

の利益がそっちにも行っているわけですから。これは一番当初議会の中でも問題になったよう

に我々は完全に認めたわけじゃなくて経過措置を見ますということでなっております。今回、

市がそれをそのほか言うことありませんけども、一応そういうことを市民の方から言われた。

その中で僕が聞きたいのはね、市がデメリットと考えるのはどういうことですか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） その検討委員会の中で検討させていただいたんですけども、デメリ

ットとしましてはデマンド交通というのが予約制でございますので、事前の電話、パソコン等

を使っての予約登録が必要でありまして、高齢者等にとっては負担になるとか、予約登録制の

ためシステム構築費用と及びオペレーターの人件費がかかる、予約状況によりまして到着時間

にずれが生じるというふうなデメリット。メリットも当然ございまして、ドア・ツー・ドアで

送迎が可能、利用者がいない場所をバスが過走できる。バスというか、タクシーですね。それ

から、乗り合いの利用形態ではございますけども、利用者に著しい不便を与えることがない経

路を選定して運行できるというメリットも委員会で上げております。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 言われた経費の問題ですが、経費はどれぐらいかかるという計算です

か。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 申しわけありません。経費までは持ち合わせておりませんけども、

検討委員会の中でですね、そういう業者さんからのお話を聞いたという記録は持ち合わせてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） これについては他市町村のことも調べたと思うんですが、どういった

ところの調査をされたんですか。 

○議長（橋本 健議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（中島俊二） 申しわけありません。４月にかわったばっかりの言いわけでござい

ますけども、過去の記録を見ますとですね、その研修に行こうとした経緯はあるように思いま

した。しかし、その視察までは行ってないというふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 今、自分たちで何カ所か視察も行ってまいりましたけれども、今言わ

れたようなデメリットというのはほとんどない。それは、市のほうが勝手にそう思い込んでい

るだけです。言い切れます。どこも勉強せずにね、今のほうがいいというんであればもうなら

今のこの地域型、地域地域でやりたいようにやると。それを採用すると、地域が決めればそう
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なんですよと、全体感は持たないということですものね。なかなか厳しい問題ですね。もう少

しね、はっきりその経費がこれぐらいかかるからだめだとかね、そういうものを示してほしい

んですよ。経費がかかる、経費がかかるのは当たり前じゃないですか、バスを運行するのに。

経費がかからないほうがおかしいんですから。今のまほろば号だって経費が随分かかるんです

よ。これじゃ、15回も何を検討したとかなと、こう思うんですね。一遍その議事録を見せてほ

しいぐらいありますよ。検討する気がなかったら別にいいですよ。必ず検討しないといけない

という問題じゃないでしょうから。我々が今までこの方法が最終的にはいいんじゃないかと、

そう思ったから今からの高齢化社会、特に今から必要になってくる、この問題をね、大きく僕

は前進させるんじゃないかと、まほろば号はまほろば号として、これはこれとして新しい太宰

府のやり方を模索していくのもいいのではないかという意味で今まで皆さん方に質問もしてき

ましたし、問題提起もしてきたわけですが、だからね、このデマンド型がもうこうこうこうだ

から予算がこれぐあいかかり過ぎるから太宰府にとってはかかり過ぎるとか、こういう問題点

が具体的にありますとかね、それよりも今のやり方のほうがこうこうこうでいいですよという

ようなね、そういう比較もね、今まで何遍も一般質問してきたわけですから、その中で検討し

てきます、検討しますと言ってきたんだから、そういうのはやってほしいなと、こう思います

けどね。また、ほとぼりがさめたころできればやりますけど、この問題に関しては市長も余り

乗り気ではないですか。乗り気というか、採用するとかしないとかじゃなくて、検討そのもの

についてもう一遍やってみようという気はございませんか。 

○議長（橋本 健議員） 市長。 

○市長（井上保廣） 高齢者の皆様方が外出する際、あるいは買い物する際、生活必需品、生活さ

れるわけですから外に出て何がしかの買い物をし、あるいは人とのつき合い等々の中で外に出

るというふうなこと等については、これは大事でありますし、避けて通れないというふうに思

います。今、市がやっておりますのは高齢化率が高いところ、市内一斉に高齢化率が高くなる

ことはありません。それぞれの今行っておりますのは、湯の谷西、湯の谷地域線、あるいは連

歌屋地域線、あるいは観世団地あたり、あるいは高雄、高雄台等々を中心にまほろば号、ある

いはマイクロバス、その道の状況に合った形で行っておるというふうなことです。今は高齢者

の皆様方がまだバス停までに行けるというふうな前提での高齢化率であるわけです。中には、

もう家から一歩も出ることができないというふうな人もおられるでしょう。あるいは、ドア・

ツー・ドアと言いましたけども、玄関まで送迎が来ればそれに乗って外に出向くことはできる

というふうな方もいらっしゃるでしょう。あらゆる、またその外出するというふうなことの着

目だけではなくて、いかに生活そのものをサイドから支援ができるかということ、高齢化によ

って今まで家庭の領域で行っておりました支援、あるいは家族の中で支え合っておりました、

そういった支援が社会化しておるということ、行政がサポートしていくというふうな必要性が

今超高齢社会の中においては出てくるということ、そういった際にタクシーをどう使うか、今

障がい者の皆様方等々については初乗り料金等についてはタクシーチケット券を活用しながら
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生活がされておるというふうな状況がございます。それと、同じような形をやるのかどうか、

あるいは今ご指摘のデマンドタクシー等々、予約制をし、そして活用してもらって生活を続け

ていただくというふうな選択肢がいろいろその高齢化率を担って、あわせて事前に検討してい

く15回ほどデマンドバス等についても大分協議を行ったというふうなことでございます。 

 もう一方では、宅配というふうな形の中で、家にいながらにしてやはり生活をするために生

鮮３品を中心とした生活必需品をやはり宅配の中で支援していくというふうな必要性も私は出

てくるというふうに思っております。そういった際に、個人の商店、国分のストア、あるいは

関屋のストア、相川ストア等についても、あるいは高雄地域のマミーズ高雄店等々についても

閉鎖をされております。むしろ個人商店が今からについては見直しをし、必要になってくると

いうふうに私は思っております。それに対する支援といいましょうか、市民の皆さんと一緒に

こういった状況になった場合については外の遠いところの店よりも近くの個人商店なんですよ

と。今、細々と自分の家の店舗というふうなことで経営をされておるような採算ベースに乗っ

てないというふうな状況等があります。そういった自分の住んでいるエリアの中の個人商店を

やはりきちっと育成をし、そして行っていく、宅配を含めたシステムを構築していくというこ

と、そのことそのものが私どもに求められてくるものではないかなと、両面にわたって外出さ

れる際においての支援、あるいはそれ以上になられた場合についての生活支援をどうするかと

いうふうなことをあわせて私どもは幾通りかのそういった想定をしながら社会支援できるよう

な方策を講じる必要があるというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） いつものように何か話が違う方向に行ったような気もしないでもない

けれど、再度言いますけども先ほど言われたデメリット、あれがメリットなんです。あれがメ

リットなんですよ。あれをデメリットと考えたらこの話は何も進みませんよ。予約型、それが

メリットです。そういうシステムをＮＴＴがしているそうです。これは前日予約型、その場合

そこがやっているのは運賃が200円、当日予約型ができるところは当日300円、これが今これを

採用しておられるところの運賃でございます。買い物の話はそれはそれとして違うことも考え

ていかねばならないというふうに思いますけども、必要になれば検討されるでしょうからそれ

まで待つ以外ないと、そういうお答えを市民の方にはしておきたいというふうに思います。 

 それから、次のご回答ですけども、今部長言われたとおり、もうそのとおりでございます。

空き家、空き地について十二分にですね、検討してほしいというふうに思います。この中で前

から問題になっている、あの高雄の白藤病院、ここのこともですね、少しでも前に進むような

形でぜひ取り組んでいただきたいということは要望いたしておきます。 

 それと、先ほどもちょっと問題になりましたけど、空き地の件に関して、この空き地の草刈

り、管理というものをですね、どのようにしていくかというものも大きな問題に、空き家はそ

のまま空き地になりますけども、全くの空き地、建物が建ってないところにあってですね、い



－97－ 

わゆる適正管理、適正管理をされておっても草刈りが必要な場合も地域の方からすればあるか

もわかりませんけども、最低限適正管理が行われているかどうかというのをですね、随時やっ

ぱり今から検討していく必要があるんじゃないかと。何か、まだ太宰府においてはないと思い

ますが、空き家においてそのいわゆる中が見えるような形に普通の家でも最近はされていると

ころが多い。樹木がそのままになると中が見にくいという面もある。そういうところからの火

災がね、発生したりしたら大変なことにもなってまいりますので、その空き地についてね、い

わゆる今条例の中であってもどうこうするとかなかなか難しいというお話も聞いております

が、何かいい方法がないものか、それについてお伺いしますが。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（古川芳文） ただいまご指摘の条例につきましては、あき地に繁茂した雑草等の

除去に関する条例ということで運用を行っておるところでございます。この条例では、空き地

に雑草が繁茂したり、枯れ草が密集し、かつそのままで放置され火災や犯罪の発生原因となる

ような危険な状態にならないようにすること、これを目的といたしております。空き地の所有

者等に義務づけを行っておるところでございます。その上で、空き地が危険な状態になるおそ

れがあるとき、この場合は市長が所有者に対して雑草や枯れ草の措置について必要な指導、助

言、勧告、命令を行うことができるようになっています。ただ、現実的には、そういう空き地

に関する連絡が入りましたら、原課のほうで所有者等も確認しながらですね、当然現地も調査

をいたします。所有者に口頭なり文書をもちまして連絡をとって対応をお願いしているという

状況でございます。 

 参考的に申し上げますと、この空き地に関する土地苦情件数ですが、平成24年度で申します

と71件、ほぼ雑草に関するものが61件でございます。あとが、樹木の伐採に関するものが10件

というような状況になっておりまして、毎年それに近い80件、90件程度の空き地に関する連絡

が入っているということでございます。 

 実際の対応につきましては、勧告、命令までいくケースというのはもうほとんどございませ

ん。実際に連絡をとったり文書でお願いをして適切な対応をしていただくと。連絡をとった

後、１カ月程度あけましてですね、現地の状況を再調査をするということで徹底をしておると

ころでございます。なお、それでもかつ実施をされないところについては再三お願いをしてい

くという流れで行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 対相手がおられることですから大変とは思いますが、いわゆる今先ほ

どのお話では、担当するところがその用途によって違うみたいですね。まずは、環境課に電話

すれば環境課のほうでその行き先を振り分けてもらえるんですかね。それとも、その件はここ

ですからこっちに電話してくれとか、そういうことになるのか、現状はどっちですか。 

○議長（橋本 健議員） 市民生活部長。 
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○市民生活部長（古川芳文） 実際には空き地に関するものがほとんどでございますので、環境課

に連絡が入ってまいります。ただ、先ほど申し上げました関係課に協議をしてということで申

し上げましたが、この関係課というのが環境課、いわゆる空き地の雑草とか、そういう繁茂し

た分ですね。それから、協働のまち推進課、これは防犯に関するところでございます。あと、

都市整備課と生涯学習課、これは青少年の健全育成、また住宅に関するものということで関係

課４課が集まって協議を行っております。今、福廣議員がおっしゃいましたように外部から連

絡があって、たとえ環境課の所管外でありましても環境課のほうで受けて関係課のほうにつな

ぐという責任を持った連絡をしたいというふうに思っております。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） わかりました。この空き家の問題につきましては、大体福岡県の中で

十五、六カ所の市町がもう条例をつくっておるみたいでございます。今度、検討の中でどうし

てもやはり条例が必要というケースも生まれるかもわかりませんので、よく検討した上でです

ね、太宰府に合ったものをつくっていただきたいというふうに思いますので、その件はよろし

くお願いしておきます。 

 じゃあ次、お願いします。 

○議長（橋本 健議員） ２件目に入ります。 

 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） ２件目の交通安全対策についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの歩車分離式信号につきましては、歩行者と車両の通行を時間的に分離し、

歩行者の安全を確保するための信号です。通常の信号は、車両と歩行者が同時に通行するため

衝突の危険性がございます。 

 設置することによって歩行者と車両の通行が分離されますので、歩行者の安全な横断が図ら

れるというメリットがある反面、信号の待ち時間が長くなるため、交通渋滞のおそれがあると

いうデメリットもございます。 

 現在、太宰府市内における導入箇所であります西鉄太宰府駅前交差点は、全ての車両を停止

させている間に全ての歩行者を同時に横断、斜め横断させるスクランブル方式となっておりま

す。歩車分離式信号の導入につきましては、車両の通行量、歩行者数を鑑みて検討の上、筑紫

野警察署と協議を行いたいと考えております。 

 次に、２項目めの梅大路交差点と西鉄の踏切についてご回答いたします。 

 九州国立博物館の開館に伴い、迂回経路情報の提供、標識設置、右折レーンの延長の整備及

び踏切と信号の連動制御の検討を行い、その中で右折レーンの延長を実施され、少なからず効

果は出ておりますが、抜本的な交通渋滞の解消には至っておりません。 

 梅大路交差点の抜本的な交通処理の改善につきましては、鉄道、道路の高架、鉄道、道路の

高架や地下化などさまざまな構想が考えられますが、本市の将来を見据え、今後とも研究を続

けていきたいと考えております。このようなことから、観光客が集中する時期につきまして
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は、交通渋滞緩和及び交通機関の利用促進のため携帯電話やスマートフォン利用者に対する駐

車場満空情報の提供などを行いますとともに、ホームページにおいても常時ライブカメラ画像

などを活用した道路状況の情報発信など渋滞緩和に向けた取り組みを順次進めているところで

あります。今後も情報発信の強化に努めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 歩車分離の信号なんですが、今ご回答があったように車両と歩行者の

数の問題があると思うんですが、通学なんかは朝と夕方の２回ですよね。一番我々が守ってや

らなければいけないのはやっぱり子どもの命、歩行者の安全というものを守ることが第一に来

ないといけないとは思うんですよね。この前、大野城市に最近その歩車分離の信号が多く、あ

ちこちで見るもんですから聞いてみたら筑紫野署が推進をしていると、歩車分離の信号をね。

あとは言われたとおり、この時間が長くなるので車両のほうがね、どうなのかというのはある

し、地域によってはその地域の人が本当に賛成してくれるかどうかというのはなかなか疑問が

あるんですが、だから今回は場所を特定せずにお話をさせてもらっていますけどね。安全から

すれば一番いいのではないかなと、こう思いますね。あと、そのいろんな方法が考えられるん

でしょうけど、このことについてはまた今回は問題提起をさせていただいて、どういうところ

ならつくのか、太宰府の場合はなかなか難しいとは思うけども、大野城を見ても大野城のつい

ているところを見るとね、昼間は歩行者はほとんどいないところばっかりですよ、はい。あれ

はやっぱり通学用の小学生のためだなと思えるようなところに信号がいっぱいついています。

ほとんど昼間はいないんですから。ちょっと話聞くと地域からは少し苦情も出ている。それは

そうかもわかりませんけども、苦情を心配してね、子どもの命は守れないというようなことも

あるかもわからないし、そういうこともまた一遍いろいろ調べてどういうところならできそう

なのかね、そういう要望があったらぜひお願いします。 

○議長（橋本 健議員） 建設部長。 

○建設部長（辻 友治） 今の福廣議員さんの大野城市の箇所につきましてはですね、大野城市が

山田三丁目、下大利駅入り口とかですね、下大利二丁目、上大利三丁目とかという箇所がござ

います。それにつきましてちょっと私も現地を見ておりませんので、今回の提言を受けまして

確認をさせていただきたいと。私の思いとしては何カ所か候補地は太宰府もここがいいかなと

いうところがあるんですけども、昼間見ますとですね、全然人が通ってないと。朝夕だけが多

いという箇所が多いのかなという思いがありますので、今言われました大野城市の朝と夕方だ

けだけどやっているよというところがちょっと現状確認させていただきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員。 

○１７番（福廣和美議員） 思いは一緒だと思いますので、一遍そういうところを調べてくださ
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い。 

 よろしくお願いします。 

 それと、梅大路の交差点の件についても今ご回答いただきましたが、そういうことだと思う

んですね。ただ、これ一番当初の話をもう今さら言っても仕方ないんだけど、本当はあそこは

渋滞させないというのが国立博物館誘致のときの話だったんですよ、ね。知っとる方もいらっ

しゃると思いますが。そういうこともあってお伺いするんですが、この前天満宮の宮司さんの

話では、やっぱり今言ったように上を通るか、下を通るかしかないんじゃないかという話。こ

の前、何年か前は高田君が笑わせてくれたけれど、いいなと僕は思っていたけれど話もあった

し、僕は今日また変な話をしますけど、あそこを信号でね、踏切をなくしてとまることはでき

ないんだろうかと。電車もとまってもらう。いや、だから、わかりませんよ。僕は何も調べた

上で言っていませんから、自分の思いついたことというか、この前テレビでね、ちらっとそう

いうところがあったんですよ、大都会の中で。それがまねできるかどうかもわかりませんよ。

わからないけれども、そういうことができるんであればね、それが一番早いしお金もかからな

いと。しっかり走らすほう、相当やっぱり時間とお金がかかるんじゃないかと、こう思うんで

すが、ただそうしてほしいということではなくて、これは西鉄のほうがあることですからね。

その法令的にもどうなっているか、私もわかりません。そういうことはもう今できないように

なっとるかもわからんし、危険も若干伴いますからね。あるんですが、そういうことを今日は

ちょっと提案をさせてもらおうと思って一般質問しました。 

 全体的に今回は提案型で、そのまほろば号だけしつこく言いましたけども、自分の思いがそ

こにあったものですから、今後よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（橋本 健議員） 17番福廣和美議員の一般質問は終わりました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（橋本 健議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、６月13日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

              散会 午後３時30分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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